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はじめに

今日，高齢化社会の進展にともない，ねたきりや

痴呆などの要介護者が増大している。これらの要介

護者は，特別養護老人ホームや老人保健施設，病

院，在宅における介護など，多様な形態で介護を受

けている。これを介護費用の面からみると，社会福

祉施設の場合は公費としての措置費，老健施設や病

院は社会的負担としての保険制度，そして，家庭介

護は個人負担というようにさまざまな形態であり，

また，要介護者をかかえる家族の費用負担額も区々

になっている。

本検討委員会は，今後ますます増大する要介護者

の介護費用を，誰が，どのように負担すべきか，そ

の現状と課題を明らかにしたうえで，基本的考え方

を整理し，あるべき対応を探ることを目的に，全社

協社会福祉研究情報センターを事務局として昨年11

月より検討をすすめてきた。

本中間報告は，介護費用の社会的負担制度につい

て一定の方向を取りまとめたものというよりも，本

検討委員会および関係各方面において，今後，介護

費用の社会的負担制度について本格的な議論をする

ための基礎資料として取りまとめたものである。こ

のため，報告書では，これまでの委員会における議

論の整理や介護費用負担の現状を明らかにするとと

もに，既存の文献資料リスト等を掲載している。

この報告書が，介護費用の社会的負担制度のあり

方を検討するうえで，いささかでも貢献することに

なれば幸いである。

Ⅰ　老人介護に関する費用

一検討の範囲と方向－

1．介護費用研究の意義

平均寿命の伸長と総人口に占める高齢者の比率が

増大するにつれ，老人政策のなかでも「いきがい」

の問題などが注目されること自体は意義深いことで

あるが，当面の緊急性からいえば，老人自身やその
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家族の努力によっては日常の生活を営むことのでき

ない，いわゆる「要介護老人」に対する政策の確立

が優先されるべきであろう。

「老人介護」という場合の「介護」については，た

とえば，特別養護老人ホームの入所要件として，

「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の

介護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受ける



ことが困難なもの」（老人福祉法第11条節1項第3

号）という場合に用いられてはきたが，最近まで一

般にはなじみの薄い概念であった。しかし，「社会

福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法律第30号）

の成立にともない，介護を専門とする職種につい

て，はじめて法制的な位置づけが行われ，「身体上

又は精神上の障害があることにより日常生活を営む

のに支障がある者につき入浴，排せつ，食事その他

の介護」を行う（同法第2条第2号における「介護

福祉士」の定義）とされてから，介護概念は次第に

市民権を得つつある。

わが国においては，老人介護費用に関するまとま

った研究の蓄積は少ない。従来から老人介護政策の

重点が特別養護老人ホームの建設におかれ，その道

用費用については，公的資金を基本とするいわゆる

「措置費」に依存することとしてきたこともその一

因であり，また，在宅介護サービスを含む老人介護

に関するサービスが，まだ十分社会化されてこなか

ったところにその基本的な理由がある。老人介護費

用を検討するにあたっては，老後の生活の実情把捉

と，これに対応する社会的制度としての介護サービ

スの確立，老人介護サービスを国民経済全体のなか

で位置づけること，個別の老人介護サービスのコス

ト，介護費用の公私分担のあり方についての概念整

理が必要であり，これらの結果を踏まえることによ

って老人介護費用の社会的な分担方法に関する選択

肢を整理することが可能である。本研究では，個々

の領域について結論づけることを急がず，これらの

広汎な問題群を総合的に概観し，今後の研究課題と

してどのような検討方向があるのかを整理すること

に目標を限定した。

2，社会的制度としての介護サ一ビスの確立

厚生省は，老人介護の形態が「家族内扶養から社

会保障制度としての世代間扶養への変化の途上にあ

る」（1）と整理しており，今日では家庭介護のみに

依存することには限界のあることが共通の認識とな

ったといってよい。

社会的な制度としての介護サービスが確立するた

めの前提条件としては，

①　高齢期における医療費用の保障

②　高齢期における在宅保障
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③　高齢期における経済的生活の保障，とくに寡

婦となったあとの生活の保障

が重要である。

このうち，医療費用の保障については，昭和58年

から老人保健制度が創設され，高齢期については社

会保険制度を基礎としながらも，より安定した財源

を意図した公的制度によることとされているので，

今後はこの制度の運常に留意することによって対応

できることとなった。

住宅保障については，わが国の在宅政策が長く持

家主義によってきたこともあって，社会化が遅れ，

とくに都市部における高齢期の住宅事情は劣悪なも

のがある。一般市民の住宅事情の水準の低いこと

は，老人の在宅介護サービスを普及する前提条性を

欠くこととなり，施設における介護サービスの物理

的水準を押し下げる結果ともなっている。ここで

は，社会政策としての在宅政策として，その位帯づ

けを早急に行う緊急性のあることを指摘するに正め

たい（2）。

老後生活の社会的対応の中心としての公的年金制

度については，昭和61年から施行された大幅な改革

によって全国民を統一的に把握する制度として再発

足し，公的年金の財政基盤の安定が図られた。現

在，次期財政再計画期にあたり，支給開始年齢の引

き上げを内容とする改革案が論議されている。した

がって，公的年金制度の今後の焦点は，長期的な年

金財政の安定をどう図るかに絞られてきたといって

よいが，わが国の公的年金制度の水準は，世代によ

って大きく相違していることに留意する必要があ

る。すなわち，老齢福祉年金世代，経過的年金世代

および基礎年金世代のそれぞれによって年金水準が

相違しており，たとえば，老齢福祉年金世代にあっ

ては，特別養護老人ホームに入居するとしても全額

を措置費に依存せざるをえなかった。他方，将来，

基礎年金に報酬比例年金および個人年金の加わるよ

うになる世代にあっては，多様な介護サービスのメ

ニューのなかから選択的に購入する経済的基盤がで

きることになる。

公的年金の水準が現役の勤労所得の70％にも相当

するレベルとなっている西ドイツのような場合にお

いても，女子の年金額はかなり低いことにより（3），

ナーシングホームの料金を負担できない場合があ

り，公的扶助の支援に依存することになっている。
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今後は，公的な制度の補完としての私的な保障の

メニューが，個人年金や流動資産（貯蓄，株式

等），固定資産（土地，家屋等）と，多様に備えら

れることになろうが，寡婦となった場合の女性の所

得を保障する方策がより強化される必要があろう。

この点で注目されるのが，アメリカにおける相続制

度との比較において，民法上の妻の相続分について

の規定を見直すべきとの提案である（4）。

3．老人介護サービスの費用を考える3つの側

面

老人介護費用の問題が大きな検討課題となってき

たのは，まず，国民経済的にみた場合の社会保障費

用の将来のあり方と関連している。次いで，老人介

護サービスを社会化した場合のコストについての実

情認識が求められる。最後に，これらの状況を踏ま

えて，必要となる介護費用の公私の分担に関する問

題の整理が必要となる。従来，これらの3つの諸側

面を整理のうえ検討されてこなかったように思われ

る。

（1）老人介護費用のマクロ的な考察

昭和61（1986）年度における社会保障給付費は，

38，6兆円（国民所得比：14．6％）に達しているが，

今後，年金制度の成熟化にともなう年金給付費の増

大や高齢化の進展にともなう医療・福祉サービスの

給付費の増大により，平成12（2000）年度において

は105兆円－120兆円程度（国民所得比：21．2％～

23％程度）に，平成22（2010）年度においては195

兆円～240兆円程度（国民所得比：26％－29％程

度）まで増加するものと推計されている（5）。

このことは，わが国より高齢化のすすんでいるヨ

ーロッパ諸国における社会保障給付費の現状をみて

も容易に想定できることであって，老人介護費用の

問題はこのような社会保障費用全体の増加傾向にど

のように対応するかという文脈において大きな課題

となってきている。

わが国の介護サービスは，しばしば施設サービス

に偏重していると指摘されることが多い。平成元年

度政府予算案においては，老人福祉施設保護費負担

金が2085億円であり，在宅介護サービスの中心的な

費用である家庭奉仕員派遣事業については180億円

となっている。たしかに，この2つを並列的に対比

した場合には，施設介護サービスに対して在七介護

サービスが若しく催少であるが，間題は，施設介護

サービスの拠点である特別養護老人ホームの整備率

は65歳以上人口の1％杜度に過ぎず，ヨーロッパ水

準（3～5％）に比較してもまだかなり低付二にある

という事実である。わが国の場合には，ヨーロッパ

におけるナーシングホームの機能を，一般病院，老人

病院，それに新しく創設された老人保健施設なども

事実上担っているから，これらを含めた施設介護サ

ービスの整備状況を点検する必要があるが，専門職

による24時間の介護サービスを受けるという意味で

の施設介護サービスの整備は，今後も当分そのピッ

チを落とすわけにはいかない。

往々にして，在宅介護サービスの方が経費i的こお

いて要上がりであるために推進するという論議が行

われるが，これまでの実証研究によれば，そのよう

に断定することはできない（6）。もちろん，住み慣れ

た環境のまま老後を過ごすという意味での在宅介護

サービス優先の原則を書定するものはいないだろ

う。ショートステイ事業やデイ・サービス事業のよ

うに介護施設を拠点としながら，在宅の老人の介護

サービスを行うものへと政策的な力点がおかれるよ

うになり，さらに，平成元年度予算案において提案

されているホームヘルプサービスを，特別養護老人

ホームに委託するという方式が普及する（7）ことにな

れば，従来からの「施設サービス・在宅サービス二

分論」は実質的な意味を実うことになろう。

（2）介護サ一ビスのコスト

介護サービスを在宅および施設に共通した社会的

なシステムとみることになれば，サービスのために

必要となる経費についても，共通の認識ができるよ

うになる。

まず，サービスが行われる場所に関する費用につ

いては，将来的には在宅政策の延長として把握する

ことが実際的であろう。当面は，施設サービスの場

合と同様に在宅における介護を行うための前提条件

となる住宅整備や福祉機器サービスの整備について

の費用を，投資的な経費として見込むことを点検し

てみる必要があろう。

介護サービスの実質的な要素としては，専門的介

護サービスを行う人件費が挙げられる。平成元年度
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予算案において，ホームヘルパーの費用を従来のよ

うに一律とせずに，介護中心型（年額239万円）お

よび家事援助中心型（同161万円）とすることによ

って，介護サービスの専門性を高めようとする方向

がとられた（8）ことを評価したい。今後，ソーシャル

ワーカー，訪問者護婦等閑達する専門職とのチーム

プレーによる在宅介護サービスの展開が要請される

ので，これらの専門職の経済的処遇と関連づけてい

くことが必要になろう。

施設サービスについては，老人病院における医

療，老人保健施設における処遇および特別養護老人

ホームにおける入所の3つのサービス形態が併存す

る時代が当面継続するものと予想されるが，これら

のサービス問におけるコストと利用者の負担分との

関連について合理的な説明が求められるとともに，

将来は，これらを統合するサービス体系が確立して

こよう。

（3）介護費用の公私分担についての概念整理

わが国においては介護費用の負担について，施設

サービスと在宅サービスとを統合的に把握すること

が不十分であったが，老人ホームにおける入店者の

費用負担が昭和55年度より開始され，ホームヘルプ

サービスが昭和57年10月から低所得階層以外をも対

象とされるなど，次第に所得水準に応じた入店者負

担の方向が確立してきた。

わが国と同様の社会保険システムを基調とする社

会保障制度をとっているフランスの場合には，施設

でのサービス利用料は，高齢者自身によって支払わ

れており，この人所費用が不足する場合には社会扶

助費が支払われ，この場合にも施設の選択権は高齢

者である（9）。このフランスの場合には，施設の利用

料金自体にかなりの幅がある。イギリスにおける最

近の調査によると，イギリスでも施設サービスの料

金設定にはかなりのばらつきがあり，その基準につ

いては公的な介入が行われている（10）。

わが国においては，施設サービスを受ける者への

国の負担率が1／2である（県が1／4，市が1／4）のに

対して，在宅サービス（ホームヘルプサービス）の

場合の国の負担率が1／3であった（県が1／3，市町村

が1／3）が，平成元年度予算案においては，ホーム

ヘルプサービスについても施設サービスの場合と同

様の負担比率とされたことは，介護サービスを施設

・在宅同様の視点で把握するものとして評価され

る。

わが国の老人ホームの場合をみると，地域から寄

付金などは一般的には低調である。しかし，テレビ

のキャンペーン番組（日本テレビによる24時間特別

番組『愛は地球を救う』）によって，多数の市民か

ら寄付が寄せられている。アメリカのような公的サ

ービスの不十分な国においても，企業から地域の福

祉サービスへの寄付が行われているが，今後は，こ

のような公的なルート以外に社会から必要な経費を

募る方法にさらに工夫が行われてよいように思われ

る（11）。

4．老人介護費用の社会的な分担方法に関する

選択肢

老人介護費用に関する上記の3つの側画を踏まえ

て，社会的な制度としての介護サービス費用の分担

方法について，どのような選択肢があるかを整理す

る必要がある。

（1）基礎的経費

老人介護に関する専門職の養成．研修に関する費

用や老人介護に関する基礎的な研究への投資につい

ては，公的な資金による援助が期待される。昭和63

年度補正予算による在宅介護を振興するための事業

（社会福祉・医療事業団への100億円の追加出資）

は，民間部門によっては負担できないものを公的に

負担していくことをねらったものとして評価した

い。

厚生省において検討中の国立長寿研究組織の創設

など，老人間題に関する総合的で基礎的な研究機関

の必要性が高まっており，また，各地域においても

大学の研究機関を中心とした研究のネットワークの

形成が急がれる。アメリカの国立老人研究所

（NIA）のように，老人間題において国際協力を推

進していくこともこれからの課題である。

（2）投資的経費

老人介護サービスの拠点としての老人ホームの役

割が改めて注目されているが，在宅の老人に対する

介護サービスを含むデイ・サービスなどの施設整

備，その前提となる土地の取得，および修繕・改
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築，設備資金などの投資的経費については，社会資

本としての位置づけを明確にし，引き続き公的な補

助あるいは政策的な金融措置などの誘導的な方策に

よって支援していくことが期待される。

（3）医療費

老人の介護サービスと密接に関連するものとし

て，医療費用がある。しかし，医療費用について

は，すでに社会保険制度を基盤としつつも，高齢期

における保健．医療に関する予防・治療・リハビリ

テーションの費用を総合的に負担する制度として老

人保健制度が発足しており，この老人保健制度のな

かで対応することが望ましい。

老年期における医療のあり方については，厚生省

および日本医師会の共同作業によりガイドラインづ

くりがすすめられており，老年期における医療の実

践経験を集約する努力が行われていることに注目し

たい。

（4）介護費用

介護費用をどのように負担していくのかについて

は，国際的にも検討がはじまったばかりである。ア

メリカのように社会保障制度における公的サービス

の未発達の国においては，老人の介護費用をどのよ

うな社会システムによって調達するかは，目下の緊

急の課題であり，市場機能に全面的に委ねるのでは

なく，なんらかの公的なシステムを確立するための

模索が続けられている（12）。介護費用の問題を明確

にするための前提として，介護サービスを運営する

ものと介護費用の負担をするものとを切り離して整

理することが必要である。

①　介護サービスの運用者

介護サービスについては，わが国では特別養

護老人ホームが中心であったが，今後は，介護

サービスの派遣拠点としての役割を含め，より

多様な運営形態が生ずることになろう。

②　介護サービスの負担者

どのような介護サービスの運営形態がとられ

ても，サービスを選択するのはサービスを受け

る老人自身であることは，市場経済の消費者と

しての当然の権利であろう。したがって，現在

のように家族の資産との関連でサービスの種類

が決定されたり，入居者に対する措置費が直接

施設に支払われるというシステムは改められる

ことになろう。

③　介護サービス負担の方法

わが国と同様，社会保険方式による社会保障

制度をとっている西ドイツにおいては，老人介

護費用をどのようなシステムにおいて負担して

いくかが論議されてきた。その一つの回答が公

的な健康保険制度に在宅介護給付を導入する方

式である（13）。

このほか，税制上の優遇措置（税額控除）に

よって実質的に負担を軽減する方法（平成元年

度においてもこの方式による軽減額に著しい改

善が図られた）や追加費用の支田（介護手当，

介護年金）という方式などが考えられる。

（5）生活費

公的な介護サービスを受ける場合においても，日

常生活に必要な経費については，公的年金などの所

得保障制度あるいは個々人の資産運用によることに

なる。

5．介護費用問題を超えるもの

老人介護費用の調達については，先進各国の高齢

化社会においても模索の段階であるが，国際的な視

野でみた場合に，わが国の場合には介護費用の問題

のほかに，社会全体における介護問題への認識にお

いて基礎的な反省をしておく必要があるように思わ

れる。

その第一は，介護サービスに従事する専門家の社

会的な地位の向上である。今般の両福祉士制度の発

足により，将来への布石が打たれたが，この制度の

意図した介護従事者の地位の向上という観点での政

策努力が，今後も継続されることを切に望みたい。

第二に，資格制度による社会的な位置づけの強化

によっても，現実の労働市場において介護従事者を

確保することは容易なことではない。公的な介護サ

ービスとしては最も進んだ国の一つとしてつねに挙

げられるスウェーデンの最近の事情をみても，一般

市場における好況によって介護サービスの従事者の

不足が顕著であるという（14）。

ヨーロッパ社会とわが国とを対比して目立つの

は，公共的なサービスに従事するものの比率が少な
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いことと，他方で，必ずしもその重要性が認められ

ないサービスについての過剰があるように思われ

る。たとえば，ゴルフのキャディ，エレベーターガ

ール，電車の改札といった職種はヨーロッパにおい

ては見受けられない。

今後は，高齢化の先進国のとっている介護政策に

学ぶと同時にこのような側面についても国民的に考

えておく必要がある。

いずれにしても，介護費用の公的システムが整備

されたとして，結局は介護サービス従事者の確保が

緊急の課題となることは必至であり，各地域ごと

に，医療・看護職の掘り起こし，青年期における取

り組み，ヤングオールドの参画，主婦層のパート勤

務のシステム化など，多様な方法が探られなくては

ならないだろう（15）。
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Ⅱ　西ドイツにおける介護費用負担制度の現状および

わが国における介護費用負担制度のあり方について

本章では，まず従来西ドイツにおいて議論されて

きた介護費用の負担問題とその解決策，具体的には
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社会保険を活用した介護費用の調達についてその経

過と諸提案を検討する。



介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

次に，そのような西ドイツにおける介護費用の財

源調達と高齢者に対する在宅サービス供給体制およ

び施設サービスの施設体系，整備状態とわが国にお

ける供給体制の現状，問題点とを比較し，介護の社

会保険化がどのような意義をもつのかについて若干

の考察を行い，わが国における選択を考える。

1．西ドイツにおける介護費用負担問題とその

解決策

西ドイツではおよそ1970年代の中頃から，施設に

おける介護負担の問題，社会扶助における施設介護

費負担の問題などが指摘され，その解決策について

さまざまな提案がなされてきた。介護費用を誰がど

のように負担するのかという提案である。1974年に

は，ドイツ老齢福祉評議会が介護費用をすべて公的

疾病保険で支弁すべきであるという提案を行った。

さらに，1976年には民間非営利福祉六団体の一つで

ある労働者福祉団が，施設入所にかかわる費用につ

いて，生活分（住まいと賄い）については本人負担

あるいはそれが不可能であれば扶養義務者ないし社

会扶助より充当し，介護費用部分については公的疾

病保険が，その他のサービス給付については社会扶

助によって経費をまかなうという提案を行った。こ

のような状況のなかで，1977年に，連邦青少年家庭

保健省が州政府と共同し，訪問および施設介護サー

ビスとその財政に関する調査研究を開始した。その

後，ドイツ公私福祉連盟（わが国の全国社会福祉協

議会に相当）も同様の提案を行った。それ以外に

も，1982年にはノルドライン．ウェストファーレン

リッペの社会扶助広域事務組合が既存疾病保険を活

用した公的介護保険を提唱した。また，1983年には

市町村会や民間福祉団体連合会や公私福祉連盟など

が，この介護費用の財源問題について政府に取り組

みを求めた。

このように，さまざまな団体，社会扶助関係機関

が介護費用の負担のあり方について問題提起を行っ

てきたが，このような介護費用の問題がクローズア

ップされてきた理由はそもそもは次の二点にあっ

た。

第一に老人ホームに入所する際の入居費が高く，

全額支払える高齢者は3分の1から4分の1にすぎ

ないこと。その結果，その不足分は社会扶助が充当

していること。1974年の施設法以来，処遇水準の改

善や施設整備がすすみ，その結果，施設経営コスト

は上昇することになったが，とくに近年では人件費

の高騰も加わり，通常の年金生活者では到底支払え

る水準を越えているのである。

第二に，そのような不足分は社会扶助制度から充

槇されるが，その結果，社会扶助の支出項目のう

ち，介護にかかわる費用が社会扶助総支出のうち3

分の1を占めるにいたったことである。西ドイツに

おける社会扶助制度は，①生計費補助という，いわ

ゆる公的扶助部分と，②特別な生活状態に対する扶

助に分かれており，後者は経済的な要援護性ではな

く，さまざまな理由によって日常の生活に不都合が

生じる人に対し，サービスないし現金，さらに現物

を給付しようというものである。つまり，サービス

のための給付，さまざまな福祉サービスの裏付けと

なる制度となっており，いわゆる狭義の生活保護制

度とは異なるのである。

しかしながら，西ドイツ社会扶助には後置性，す

なわち社会保険などの他の給付の活用を求め，その

後に社会扶助の給付を行うという原則が定められて

いる。西ドイツは周知のように社会保険を中核とす

る福祉国家を形成しており，通常であれば社会的リ

スクは社会保険の網によって保障されるはずであ

る。その意味で，社会扶助制度はパーソナルサービ

スの重視という点もあるが，レジデュアル（残余

的）なものである。しかるに，このように社会扶助

の項目において介護関係支出が総支出額の3分の1

を占めるという事実は，社会的リスクに対する「制

度的」保障たる既存の社会保険諸制度に問題がある

ということであり，なおかつ，社会扶助制度のもつ

いわゆるレジデュアル性から逸脱した状態に社会扶

助制度があるということでもある。そして，この社

会扶助の総支出の3分の1を介護関係費が占めると

いう事実自身に，介護の問題が偶発的かつレジデュ

アルなリスクではなく，集合的すなわち社会に一般

的なリスクであるという証左ともなっているのであ

る。

このように二つの点から施設を中心とした介護費

用の負担問題が福祉関係者や社会扶助関係者などに

よって問題視されてきた。そしてこのような問題の

解決策として，すでに述べた介護費用を社会保険財

源から充当するという提案などが行われてきた。
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しかし，近年，介護に関する費用負担の問題は，

たんに上で述べたような老人福祉施設を中心とした

費用問題に限定されない意味を含むようになってき

た。それは従来の議論に加え，次のような意義を介

護をめぐる議論のなかに見出したということであ

る。

第一に，高齢者社会のもたらす社会保障費負担の

問題である。具体的には医療費とくに入院費の伸び

が近年著しく，その原因は高齢者の増加に求められ

ている。したがって，病院等の医療施設への長期入

院を是正し，できるだけ在宅で看護・介護され得る

高齢者については退院をはかり，在宅療養が行える

ようにすることが政策目標となっている。第二が要

介護老人の在宅化である。西ドイツにおける高齢者

向け施設として，介護老人ホーム，老人ホーム，老

人住宅などがある。それらはいずれも特別視される

ようなものではなく（とくに1974年の施設法以

来），ごく普通の高齢者が入居する利用施設となっ

ている。しかしながら，高齢者が従来慣れ親しんだ

環境のなかで生活を送ることが望ましいことも事実

である。それは健康にのみあてはまることではな

い。たとえ要介護状態であろうとも，しかるべき外

部のサービスを受けるなりして在宅のまま老後生活

を送ることが望ましいと考えられるのである。

このように高齢化にともなう医療費問題から，要

介護・安着護老人の在宅処遇化が奨励され，また福

祉の観点からも，施設よりも在宅でという方向性が

明確に打ち出された。その結果，先の2点に加え，

介護費用の問題は在宅との関係で議論されるにいた

ったのである。

これらの状況を図示すると図1のようになる。

以上が，西ドイツの介護をめぐる問題と関連する

諸制度のあり方，次に今回連邦政府が選択した一応

の結論である。それらを要約すると次のようになろ

う。

介護と介護費用に関する議論は，最初は施設を中

心とした介護費用の負担問題，社会扶助の支出の問

題であった。しかし，それに加え，医療費対策か

ら，さらに要介護老人の在宅処遇化を望ましいとす

る傾向から，在宅処遇のための支援・促進策として

の介護サービスおよびその費用負担問題として介護

財源を検討するということになったのである。それ

によって今回の連邦政府の選択は当初の問題の直接
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的解決ではなく，後二者にむけた解決となった。

ところで，そのような介護に関する問題状況も，

それらをめぐる環境，すなわち高齢化率や医療保険

や福祉制度のあり方，保険料負担の程度，施設体系

のあり方，さらに具体的には在宅支援施設の充足度

や費用負担構造などわが国とかなり異なっている。

それらは前の図式の「解決のための制約条件」のと

ころで明らかであろう。つまり，西ドイツ的状況下

における今回の介護保障のもつ意味と機能は，わが

国とは多少異なるということである。そうであるな

ら，たとえ今回の連邦政府の選択が上でみたもので

あったとしても，多岐にわたった選択枝のなかの一

つとして検討すべきであって，その選択のみをみ

て，わが国への導入を検討・評価することは適切で

はない。介護保険に関するさまざまな提案を検討

し，分析することのほうが，わが国の今後の介護費

用負担のあり方を検討する場合重要であろうし，実

り豊かであろう。

2．西ドイツにおける介護費用の負担に関する

諸提案

西ドイツにおける既存案を整理すると次のように

なる。

A．年金保険をつかった介護保険給付

社会保険方式

B．医療保険をつかった介護保険給付

社会保険方式

C．医療保険の機構をつかった介護保険給付

社会保険方式

D．介護法（連邦政府の資金を用いて）税方式

このなかで多くの提案はBからDにいたるもの

である。その理由として，A案「年金保険制度を用

いた介護保険給付」の場合，すでに介護老人ホー

ム，老人ホームの施設体系から，給付される年金が

活用されており，結果的に福祉の領域の財源として

機能していることがあげられる（一般にヨーロッパ

先進国では，施設入居にあたって利用料としての年

金の活用が求められている。しかし，万一それで足

りない場合には一定率，ないし一定額については利

用料支払いから控除ないし，還付される）。また，

わが国の新年金制度体系のように基礎年金部分たる

被用者の国民年金は，夫婦ともに個人単位で給付さ
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図1　西ドイツにおける介護をめぐる条件と問題状況

福祉の側から　　　　　　　　　　　医療の側から　　　　　　　　　　　　　　　　理念から

福祉施設は利用施設（措置施設ではない）

施設通常のための財源

独自財源（民間非営利6同体が概ね施設を経
営している）

社会扶肋（一般生計費扶助および特別扶助の

各種項目から）
利用料
州の補助金
医療保険

複合施設が多い（介護老人ホーム、老人ホーム
老人住宅の併設）

利用料は要介護の程度に応じて3段階

医療費負担が大きな聞損である

保険料をこれ以上引き上げることは困難で

ある（平均14％弱に近づく）

高齢者の人院が多い。長期入院が問題。

医療費の1／3は病院関係である

連邦のコントロールが効きにくい

介護程度高い⇒サービス最大⇒経常大⇒高い利用料
〃　　低い［）　　〃　　′ト⇒　〃　′ト

利用料を全額支払えない（7割以上）一「社会扶助が充当
その結果、社会扶助の総支出の1／3は介護関係
社会扶助の財源は連邦負担ではなく地方負担

家庭介護の問題点　介護者の精神的、身体的
不健康をもたらす

↓

在宅支援施設の充実

施設介護は金がかかりすぎる

ソーシャル．ステーション 在宅介護看護の拠点

医療費対策としての在宅化

（看護、介護・家事援助．相談サービスをおこなう）

それ以外に移送サービス．食事サービスなどを民

間非営利団体などがおこなっている。

福祉系施設でありながら医療．看護的側面をあわ

せもっている。保健政策として州からの補助金

ただし、ソーシャル・ステーションの内容は州

によってバラバラである

解決のための制約条件（わが国との比較において）

介護費用に対する諸提案

1）在宅介護のための供給体制は一応ととのっている

多元的供給体制

ソーシャル，ステーション

2）高齢化率（65歳以上人口）が15％　　　　　各疾病金庫により保険料率が異なり、全体的
3）医療保険料の引き上げが困難　　　　　　　に高保険料になっているところにさらに保険
4）年金保険の構造的改革が必要とされている　料を引き上げるとそれよりも保険料率の低い
5）福祉は大きな産業である　　　　　　　　　他の疾病金庫にながれてしまう。

6）社会扶助制度がわが国と異なる
→サービス対応

7）年金はすでに入所にあたって利用料として福祉の
費用
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施設はできるだけ在宅に近いかたちで生

活してもらう

○個室

○生活施設（リハビリ、美容院、図書

室）　→　QoL

O入居者の地位の平等、権利の確保

☆これらは1974年の「施設法」によると

ころが大きい。

寝たきり老人が少なくなるo

できるだけ利用料の低い介護度のところ

に留まろうとする。

在宅介護については社会扶助法69

条により29oDM支給される

介護手当

「施設から在宅へ」

長年住みなれた場所で老後生

活を

l

在宅介護が高齢者のQOLに

とって重要。

家族．家庭を重視した施策

キリスト教民主同盟政権に

おける家族政策

ヨーロッパ先進国共通の家

族重視政策

連邦政府の解決案

医療保険による解決　基本は現物給付

〔豊苦宝器夏雲面介護
ただし、25回の代替とし

て400DMの介護手当

月25回は75oDMを限度と

し、年4週間については

1800DMを限度とする



れるわけではない。したがって，わが国では年金を

用いた介護給付の選択の余地があるものの，西ドイ

ツでは被保険者本人に対する給付にするのか，被保

険者の配偶者が要介護状態になった場合の取り扱い

をどうすべきなのか，さらに本人に対する給付なの

か介護者に対する給付なのか整理すべき課題が多

い。さらに西ドイツの年金制度はすでに高齢者が医

療保険制度に対し，保険料支払いを個人ベースで

も，制度ベースでも行っており，医療制度に対しす

でに財政的な頁献がなされている。

以上の理由からA案については，それほど十分

な検討は行われなかった。

B以降については，かなり綿密な検討が行われて

いる。Bの医療保険を使った介護給付は，既存の疾

病金庫の保険給付のなかに新たに介護給付を加える

というものである。この案では現行医療保険制度の

給付拡大によって在宅介護のためのサービス費用を

支払えることになるが，施設には介護給付は適用さ

れない。そのため施設介護をめぐる問題の直接的解

決にはならない。また，既存の医療保険の被保険者

が適用になるので，それらの者については自動的に

適用されるが，既存公的疾病金庫に加入していない

人びとがもれてしまう。さらに先に述べたように保

険料率をこれ以上あげると，他の医療保険へ移動し

てしまう恐れがある。このB案は保険給付を拡大

し，在宅についてだけ給付を行うということである

から，連邦政府の解決案に近い。

C案はB案と医療保険に接近した介護保障であ

る。しかし，C案では事務について既存の疾病金庫

を用いるが，既存疾病金庫＝医療保険のなかの保険

給付の拡大として問題を解決するのではなく，介護

保険として別建てで成立させようというものであ

る。それによって全国民に対し強制加入を行うこと

も可能であるとしている。これについては連邦公私

福祉連盟案が該当する。この福祉連盟案については

後に述べよう。

このようにA案，B案，C案はそれぞれ社会保険

方式によるものである。稼得期における保険料の積

み立て，ないしは賦課方式の長期保険＝年金保険に

よって（高齢障害給付），また医療・保健関連の社

会的リスクの分散としての短期保険＝疾病保険によ

って（看護・介護の中間領域として，また医療保険

における医療給付ないし現金給付として）介護給付
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を行うことは，ともに社会保険としての理論的妥当

性を有し，介護のみを自己責任の原則とすること

は，他の給付の事巾と比較したとき説得力をもたな

いといえよう。また，社会保険は原則として労使折

半であることから，介護に関する給付についてすべ

て事業主負担が期待できる制度となっている。

D案は税方式によるものである。介護法という新

法によって，連邦と州が共同して資金を調達し，補

助金により介護給付の価格を大多数の高齢者が支払

える程度に下げようというものである。この方式は

施設介護の費用問題に対し，とくに貢献できる案と

いえよう。

しかし，このD案を採用するならば，莫大な費

用がかかることが予想される。社会扶助は従来から

州などによる地方負担が原則であり，連邦の負担は

ない。したがってこのD案は連邦に介護に関する

財源について応分の負担を求めたものであり，連邦

としては社会扶助の地方負担に関する抜本的な見直

しに結びつくものとして避けたい案である。

さて，このような介護負担に関する案は，図示す

れば図2のようになろう。A案からD案まではい

ずれも社会連帯の原則に基づくものである。すでに

述べたように要介護という状態は社会的リスクとし

て個人では十分対処できない問題となりつつある。

したがって，要介護状態とそれにともなう金銭およ

びサービスに対するニーズについて社会的に保障す

るということは社会的合意となっている。しかしな

がら，たとえば，年金制度が公的年金（基礎部分と

所得比例部分）を基礎にしつつも，基金や企業年

金，さらには個人年金によって将来に備えることは

なんら問題はないし，積極的に推進されることであ

るように，介護についても，そのような上乗せ部分

は作り得るのである。

これは，図2の右端の部分であり，具体的には生

命保険や民間疾病保険が相当する。これについて簡

単に説明してみる。

将来に対する個人の積み立てとしての民間生命保

険の場合，1986年9月以来，連邦保険監督庁の認可

により発売されている。介護の認定は医師が行う

が，その認定の基準となる要介護の定義は，疾病．

身体の障害・衰弱により日常の生活動作が円滑にで

きないために他人の援助なしにはかなりの範囲で従

来の生活が営めないという状態となっている。
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図2　介護費用に関する構造

社会連帯の原則に基づくもの

法的根拠

介護保険

個人費任の原則に基づくもの

強制保険 任意加入

任意保険

混合形態

出典：栃本一三郎「西ドイツにおける介護施策と介護費用の負担問題」　社団法

人全国社会保険協会連合会「医療保険制度のあり方等に関する調査研究」

208頁

給付は住宅・施設を問わず，また介護者が専門家

であろうが，家族，知人であろうが給付が行われ

る。給付の内容は介護年金と死亡一時金，老齢年金

である。介護年金は介護の程度に応じて支給され，

老齢年金は85歳以上の高齢者に健康状態とは無関係

に支給される。さらに一般の生命保険と同様，配当

もできることになっている（ただし，保険料に対す

る税制上の優遇措置はない）。

民間疾病保険による介護保険は，介護を疾病の特

定ケースとみるので，家庭で介護されていても，実

際にコストという形であらわれない限り給付されな

い。あくまで，医療にかかる費用の支弁としての保

険なのである。なお，ソーシャル・ステーションと

施設介護の場合では給付率は異なり，また，医療保

険であるから介護状態の発生後も保険料を継続して

支払う必要がある。

民間保険による介護商品のうち，年金保険による

ものはわが国の郵政省簡易保険局で検討されたもの

と類似している。
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なお，これらの民間生命保険ならびに疾病保険に

よる介護保険商品は，それほどの売り上げを示して

はいない。また，わが国においてもこれらと同様な

商品が開発されているが，繰り返し論じているよう

に，西ドイツではすでに介護サービスの供給体制は

一応整備されており，わが国のようにこれから整備

するわけではないこと，さらに施設体系のあり方と

費用徴収システムがわが国と異なっていることか

ら，これら民間保険といえどもわが国とは完全に機

能が異なっている。

次に，先のC案の代表として，かつ介護に関す

る費用負担について，最も包括的であるドイツ公私

福祉連盟案について概要を述べてみよう。この介護

保険案は，西ドイツにおける議論のなかで最も現実

的であり，大きな役割をはたしたものであり，さら

にわが国の今後の選択を考えるうえで多くの政策的

インプリケーションを含むものである。

（1）介護保険は事務について医療保険組合と結び

付ける



①　そもそも要介護状態は医療・健康の要サー

ビスの状態と連続する側面が多い。また，実

際上，要介護状態の重度化と疾病罹患率は相

関しており，密接に結びつく領域なのであ

る。

②　既存保険組合に結びつけることによって適

用事務等，事務上の新たな経費や手間が省け

る。被保険者の範囲や拠出義務等準拠可能な

部分が多いのである。

③　疾病保険の給付として傷病手当金の継続給

付があり，これらも介護保険の給付の考え方

として参考になる（わが国のような老人保険

制度がないので）。

④　介護に関する保険給付を行うとしても，既

存の疾病金庫の資産や収入を損なうことがあ

ってはならない。つまり，疾病金庫内で独立

した事業として行い，別会計とすべきであ

る。

（ⅱ）適用の範囲

公的疾病保険の強制適用ないし任意適用者す

べてを介護保険の被保険者とする。

（ⅲ）給付要件

①　給付の請求権は要介護の状態が存在したら

発生する。通常の生活における日常的，規則

的な反復動作に障害が生じたり，疾病によっ

てかなり範囲にわたって看護や介護を常時必

要とする時，請求できる。

この要介護の定義は社会扶助法69条（家庭

内介護手当）および連邦戦争犠牲者援護法35

条の規定とほぼ同様である。

②　最低15年間の保険料支払い期間が給付の条

件，さらに申請前の直近5ヵ年のうち36カ月

保険料を納付していること。

③　ただし，経過措置として，現行公的疾病保

険加入者はその加入期間を介護保険の加入期

間としてみなす。

④　配偶者に対する適用は被扶養者として適用

⑤　給付は申請主義

（ⅳ）要介護の際の給付

A　家庭内介護

①　家庭内介護が施設介護に優先されるべきで

ある。

②　定額の介護手当を介護ニーズの程度によっ

て三段階設定し給付を行う。三段階の基準は

連邦戦争犠牲者援護法による。

介護程度Ⅰ　　月額　342DM

介護程度Ⅱ　　月額　581DM

介護程度Ⅲ　　月額　824DM

③　介護手当は毎年調整し，給付はとくに施設

介護を回避するために優遇されるべきであ

る。また手当は経活状態と関係づけて給付さ

れるべきである。

④　介護手当が支給されても，なおかつそれ以

上に専門的な介護が必要な場合，社会扶助関

係から補完的給付を行うこと。

B　施設介護

①　施設における給付は，できるだけ実際に施

設において介護関係で支出した実際額に近づ

けて標準額を設定する。ただし，それぞれの

施設の人尿費用とは直接関係させずに一般基

準額とする。

②　介護にかかる費用の実費ではなく，見積も

り額として支給する。

③　介護等級により介護単価を段階的にするこ

とも考えられる。

④　介護単価の改定は賃金協約で定められた人

権費，物価上昇等を勘案しつつ行われるべき

である。

⑤　介護単価は直接，間接に介護にかかる支出

の3分の2程度，少なくとも5分の3を下回

ることがないように設定されるべきである。

⑥　ホテルコスト（日常生活費）は要介護者の

収入や資産によって賄われるべきである。た

だし，必要があれば社会扶助による。

C　給付期間

介護ニーズがある期間

D　他部門給付との関係

介護保険給付が社会扶助に先行，その他の給付

は介護保険の給付に先行

●　医療との関係

医療上の看護は介護保険の対象とはせず，従

来どおり疾病保険の規定を拡大すべきである。

●　在宅で介護をおこなう親族に対し，家庭介護

期間を年金払い込み期間としてみなす。また，

税制上の優遇措置を行う。

●　保険料拠出は労使折半とする。
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3．わが国の選択

以上1，2において西ドイツの介護をめぐる制度

的基盤，介護費用の保障に関する問題状況とその解

決策について簡単にみてきた。施設における負担問

題や社会扶助の問題から発生した介護保険の構想

が，在宅化や医療費問題のなかで比重が移っていっ

たということが明らかであろう。それは，たとえ

ば，今回の政府が選択した在宅支援策として4週間

の完全介護が介護老人ホーム等でのみ適用され，病

院系の短期ステイは認めないというところにも現れ

ている。

それでは，今後わが国が高齢化社会となり，要介

護の問題が最も国民生活にとって重大な問題となる

ことが予想され，もはや避けて通れない社会政策の

課題となった今日，ただちに何をなすべきかについ

て，西ドイツの議論を念頭に置きつつ考えてみよ

う。断るまでもなく，たんに西ドイツの供給スタイ

ルや解決策を是とし，そこから学ぶということが目

的ではない。わが国の砲える問題点を浮き彫りにす

るための準拠枠として，さまざまな課題を見落とさ

ないために西ドイツの例を手がかりに若干の考察を

行おうとするものである。

さて，介護の問題はサービスの提供の面でも，費

用負担の面でも，さらにマンパワーの面でも最も重

大な問題となる。しかも問題は長い時間をかけてで

はなく急激なスピードで高齢化がすすみ，さらに人

びとの生活スタイルがかなり変化しつつあるという

状態のなかで選択を迫られているということであ

る。とくに人びとの生活スタイルが各年齢コーホー

ト間で遠いが顕著でないなら，その対応は現在の高

齢者に対するサービスや高齢者および家族の意識を

基礎として将来を想定することが可能である。しか

し，もし仮に各年齢コーホート間で，生活スタイル

や意識が大幅に変化することが予想されるなら，現

在を基準として判断することは問題であろう。現在

がそのような社会変動期にあるということは多くの

識者が認めるところである。また，高齢者の介護に

関するさまざまな問題は，複数の年齢コーホートに

またがるという世代間の関係を含み，さらに当事者

である新たな高齢者自身のサービスに対する選択

は，現在，要介護期・虚弱期を迎えている高齢者と
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は異なる生活歴をもつことから，当事者の主体的な

選択にまかされるべきである。利用者主権に立ち，

そのような選択に対応した施策の積極的な構築が今

後望まれるのである。この点は他の行政領域ではす

でに当然のこととなっている。

このような観点にたったとき，今後の介護をめぐ

る施策を，現在の給付やサービス，そして実際の介

護の現状の積み上げからのみ判断していくことは，

確実ではあるものの，いずれ不十分であったことが

明らかとなるであろう。

以下，わが国が介護に関する費用負担の方法を選

択するにあたって留意しなければならない点につい

て簡単に記してみよう。

わが国の今後の社会サービス，ここでは要介護や

虚弱高齢者に対するサービスがどの程度充実するの

かについて社会的合意は具体的には示されていな

い。しかし，各種調査で将来に対する介護不安が大

きいということはよく論じられている。

ここで，第一の選択として，「貧しい社会サービ

ス」を選択するのか，「豊かな社会サービス」を選

択するのか，という基本的な選択がある。もちろ

ん，一般的には後者を良いものとし，最初から前者

を選択するものは多くないであろう。しかし，財源

問題や費用負担，さらに，経済とのかかわりやマン

パワーの確保などを考えると，また，現在の在宅サ

ービスの利用度などを考えると，前者の選択も現実

的な選択と呼ばれるかもしれない。しかし，ここで

後者の「豊かな社会サービス」というのは次の条件

を満たすものとして“豊か”としたのである。

それは，

1）豊かなサービス

イ）ほぼいつでも－要介護状態は24時間である

ロ）どこでも－サービス対するアクセスが地域

で極端に変わらない

ハ）だれでも一利用にあたって，同居世帯にお

いて主たる介護者や従たる介護者の存在によ

って利用に制限が加えられたりしない

介護等ニーズに対するサービスの種類や回

数について低所得であるために，また逆に高

所得であるために利用できないということが

ない

ニ）購入価格は多くの人が利用可能な価格で

ホ）自由に選択できる形で（多元的に）



へ）質の確保

を内容とするものである。イ）からへ）までを満た

すものが豊かなサービスの内実である。一方，「貧

しい社会サービスとは」，イ）からへ）までの条件

を欠くサービスである。利用できる時間が限られて

いたら，地域によってまったくサービスを受けるこ

とができないサービス過疎地とサービス過剰地に分

かれてしまったら，なるほどサービスは存在してい

ても，高額で多くの人の手に入らないとしたら，そ

れらは豊かなサービスとはいえない。もちろん，こ

れらのサービスが無料で提供されたり，サービスの

提供量が無尽蔵でなければならないということをこ

こでは意味しない。そのようなことは現実的ではな

いし，そもそも介護にかかわるサービスの特性につ

いての理解が十分とはいえない。そこにはこれから

の介護サービスを利用しようとする高齢者はある程

度豊かになりつつあるという前提がある。またその

豊かさの意味は購買力という経済的な意味での豊か

さだけではない。高齢者は従来依存的な存在とみな

されてきた。しかし，今後の高齢者は自発性と自律

性をもった高齢者であり，自己に対するコントロー

ルを維持しようとする存在である。そのような年齢

コーホート集団に高齢者がとってかわられるという

ことである。従来，価格が低廉であれば，サービス

の浪費を誘うということがいわれた。しかし，疾病

にしろ，要介護状態にしろ自ら望んだ状態ではな

い。疾病やねたきり等の要介護状態は自律性が損な

われた状態であり，サービスなどを利用して自律性

を維持しようとするものの，自律性を放棄する方向

には向かわないと思われる。利用できるものであっ

たらいくらでも利用するといったサービスの浪費は

現在考えられているほどには起こりにくいのではな

いか（ここでは自己決定性が脆弱となる痴呆等につ

いては除外している）。

もし，この議論が理想的というなら，医療等にお

ける需要と供給の調整の技術を利用し，需要の抑制

をはかることも可能であろう。医療については自由

診療と社会保険診療報酬による供給体制によって，

先の豊かなサービスのそれぞれの条件はほとんどは

達成されている。その上で需要サイド．供給サイド

の両面から調整がはかられつつある。もちろん，こ

のような自由経済体制におけるあり方に対し，計画

化の立場から資源の有効活用という観点からの異論

がだされるかもしれない。しかし，もし仮に後者の

立場をとるなら先の豊かさの各条件と抵触すること

になろう。

いずれにせよ，豊かなサービスを選択しても需給

の調整は可能である。

このようにして豊かなサービスをめざすのか，計

画化され選別された虚弱・要介護老人に対する最小

限のサービスをパターナリスティックに提供する方

向をめざすのかという選択を行わなければならな

い。そして前者を選択するならばそれを可能とする

ような財源を必要とし，また，それらが運営される

ような財源調達の方法を検討しなければならない。

4．政策インプリケーション－福祉の構造改

革

豊かな社会サービスを選択することがあたらし

い未来を拓く

もし，仮に前者，豊かな社会サービスの実現をめ

ざす方向を選択したとする。その場合，財源として

期待できうるのは税，社会保険，および個人の家計

から支払われる利用料ないし積み立てである。その

うち税に関しては消費税の導入によって多少の影響

を受けるかもしれない。しかし，消費税は福祉目的

税ではない。それゆえ狭義の福祉領域への財源とし

ては消費税の導入の見返りとしてしか期待できない

（ただし，老人保健制度，および国民年金について

は事情が異なるであろう）。また，税によって社会

サービスの供給体制を整備し，その運営コストを賄

うとしたら莫大な財源が必要になろう。そのような

ゆとりを税に求めることは現実的ではないし，現在

すでに問題視されつつある措置制度等社会福祉関係

の公費負担の仕組みを，時代に即応するよう改める

ことがそのための前提とされよう。

このように考えてくると，豊かな社会サービスを

構築するためには，なんらかのかたちで社会保険制

度を活用することがむしろ現実的であることが理解

できる。

それでは，社会保険の仕組みを活かして豊かな社

会サービスを実現するとして，その際，何に留意す

べきか，検討してみよう。現在社会保険からは直接

的には介護等に結びつけた給付は行われていない。

しかし，もし社会保険的な形で現物給付ないし，現
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金給付を行うとしたら次に述べるような観点から検

討されるべきであろう。なお，介護に関する保険財

源の活用の具体的な検討については別稿にゆずる。

第一に，西ドイツにおける例から理解できるよう

に供給体制がすでに整備されている西ドイツに比

し，わが国では，供給体制の基盤がいまだ確立して

いない。次にわが国では老人保健制度が存在すると

いう点である。以上を出発点として，以下に

A）福祉の領域の改革につながるのか

B）医療の領域の改革につながるのか

C）シルバーマーケットにとってプラスとなるの

か

という点に着目し，これらにどうこれから検討され

る介護保障が波及し，影響を与えるのかについて例

示しよう。なぜ，このような手続きが必要かといえ

ば，たとえば単に現金給付を介護者の慰籍として行

うのでは，豊かな社会サービスを築くことにはなら

ないし，また福祉の領域での改革や医療の領域での

改革につながらないからである。もちろんそのよう

なことをめざさないということであれば話は別であ

る。

そもそも，1）「豊かな社会サービス」を構築す

ることを選択するという判断自身が，A）福祉の領

域の改革につながるであろう。

この福祉の改革につながるということでは，以

下，

2）社会的入院を減らすことができるのか

3）措置制度，措置費の体系を時代に対応したか

たちに直す，ないし別の代替制度に変更するよ

うな効果を生むのか

4）年金の有効利用につながるのか

5）年金の役割を見直し，給付体系の変更に影響

を与えるのか

6）公的扶助制度の見直しに連鎖するのか

7）福祉系老人福祉施設に体系に変化を及ぼせる

のか

8）施設介護と在宅介護の負担の公平につながる

のか

9）福祉施設への入所と医療系施設への入所との

負担の公平につながるのか

10）福祉施設に経営管理や効率性といったマネジ

メントの要素をふやせるのか（経営努力や質の

確保が反映する体系）

といった点に社会保険を用いた介護費用負担制度が

影響を及ぼしうる吋能性がある。

次に，B）医療の領域の改革につながるのかにつ

いては，西ドイツの例でも示されているように，高

齢者にかかわる医療費問題の解決として，介護の保

険給付，在宅介護が奨励されている。この点も，わ

が国が介護に関する保険給付を検討する場合，非常

に大きなポイントとなるであろう。つまり，介護の

保険給付は，

11）医療費の適正化につながるのか

福祉の領域と同様に

12）社会的入院を減らすことができるのか

13）老人保健制度を拡大する方向に向かうのか

14）福祉施設への入所と医療系施設への入所との

負担の公平につながるのか

という観点から検討されるべきであろう。なお13）

についてAの領域にも波及するであろう。

最後に，西ドイツの例や近年のわが国の施策の方

向からみて，今後民間営利，非営利の供給体制が社

会福祉サービスの供給体制の一翼を担うことは間違

いない。また，介護保険等金融商品についても同様

である。そこで，

15）シルバー・ビジネスの購買力を高める，ない

し育成する方向に機能するのか

16）年金の役割の見直し，給付体系の変更に影響

をあたえるのか

等が課題となろう。

以上，介護の保険給付をどのような形で行うのか

という具体的な検討を離れ，介護保険給付の他制度

にあたえるインパクトについて，いくつかの例示を

行った。これらの若干の考察から理解できるよう

に，介護費用を社会保険的な仕組みから給付する，

つまり年金保険や医療保険（老人保健制度を含む）

を活用する，ないしはそれ以外の方法によって介護

手当を支給するという構想は，きわめて大きな意義

をもつ可能性が含まれている。介護に関する費用負

担問題について，いわばかつての福祉年金的なもの

にしてしまうのか，そうではなく21世紀のわが国を

豊かで積極的な福祉社会にするためのフロンティア

とするのかという選択がいま問われているのであ

る。
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Ⅲ　介護における公私の役割分担

1．「介護」に関する検討課題

高齢化社会の到来とともに，高齢者に関する問題

がさまざまな観点から大きく検討されるようになっ

た。

ここで検討しようとしている課題は，「介護」に

関する望ましいあり方である。それは換言するなら

ば，「介護に関する公私の役割分担」に関する事柄

という内容である。さらに，細かく述べるならば，

行う検討は，「介護」というもの（サービスが中心

となるが，もちろんサービスだけではない）を必要

とする高齢者に対して供給する場合に，その供給の

あり方として，公私の役割分担をどうするのかとい

うことと，その「介護」を利用する場合に実際にか

かる費用（本人が負担する額ではなく，「介護」を

提供する際に実際にかかる額）を，誰にどのように

負担させるのかということ，その二つの事柄の考察

である。

前者の検討は，「介護」というサービス（サービ

スだけではないが）を供給する際に，私的，すなわ

ち民間に任せるのか，それとも，公的機関が運営す

るのか，という課題を考察することである。これ

は，視点を変えれば，「介護」に関する民間のシル

バーサービスのあり方に関する検討でもある。

後者の検討は，費用負担に関する公私の役割分担

をどうするのかということであり，提供される「介

護」が公私のいずれから行われようとも，その際に

要する費用について，利用者である高齢者自身が，

または，その高齢者の身内が負担するのか，それと

も，何等かの保険システム（これにも公私がある）

のなかで処理するのか，あるいは，租税等を財源と

した公的財源を使用するのかという課題を考察する

ことである。

以上に簡単に述べた事柄が，本章で検討しなけれ

ばならない課題である。それを一言で述べるとする

ならば，「介護に関する公私の役割分担」というこ

とになるであろう。

2．「介護」に関する定義

さて，このような課題を検討しなければならない

とするならば，まずもって「介護」という言葉で包

摂される範囲を明確にしておかなければならないだ

ろう。さもないと，「介護に関する公私の役割分

担」の論議が暖味なものとなり，実り豊かな結論が

得られないであろう。どのような状況の高齢者を対

象として，どのようなサービス（サービスだけでは

ないが）を提供することを「介護」と呼ぶのだろう

か。

「介護」という場合には，中心的にはおそらく

「ねたきり状態」および「痴呆状態」にある高齢者

を念頭におき，その高齢者が日常生活を過ごすのに

必要としながらも，自分だけでは不十分となってし

まう各種サービスを指すものと定義できるだろう。

代表的なものとしては，そうした高齢者が要する食

事に関するサービス（給食・食事の際の世話），入

浴に関するサービス，排泄にともなうサービス（排

泄の際の世話），その他日常動作にどもなう世話等

々があげられるが，その内容はここにあげたものに

留まらない。また，少し範囲を広げるならば，「ね

たきり状態」「痴呆状態」になくとも，虚弱な高齢

者の場合には，また，ある程度健康であっても，高

齢であるのに単身で暮らしている高齢者の場合に

は，そうした「介護」の適用対象にはいってくるか

もしれない。

3．「介護」と在宅サービスとの関連について

上記のような状態（「ねたきり状態」「痴呆状

態」，および，「虚弱な状態」「単身状態」）にある高

齢者に対する各種サービスを考えるとき，厄介な難

しい問題がでてくる。それは，上記の各種サービス

が，その上に乗っかる形となる。その基本にある住

宅の問題である。もし基本にある住宅の問題をまっ

たく無視して，その上に乗っかる上記の各種サービ

スだけを取り上げて，その供給体制・費用負担のあ
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り方だけを検討するのであるならば，難しさもはな

はだしいものとはならない。しかし，高齢者に対す

る「介護」というときには，当該高齢者のおかれた

住宅状態というものを切り離して，まったく無視し

てもよいというものでもない。現に，「介護」が行

われる一つの場となっている「老人福祉施設」は，

「特別養護老人ホーム」，「養護老人ホーム」，「軽費

老人ホーム」のいずれにおいてであれ，また，「老

人保健施設」において行われているサービスは，住

宅，すなわち，施設，ということと切り離せないも

のとなっている。

もちろん，ショートステイ事業やデイ・サービス

事業を前提として行われている「在宅サービス」で

あれば，上に乗っかっている各種サービスだけを取

り上げて，その供給体制．費用負担のあり方だけを

検討することができそうである。

しかし，自宅で「在宅サービス」を享受している

高齢者の場合，どのような形であれ，住宅に関して

は，私的に負担していることとなる。上記の各種サ

ービスに加えて，住宅サービスも享受していること

となる。このような状況を念頭におくならば，「介

護」という事柄の下に，「施設サービス」と「在宅

サービス」とを総合的に見る視点がどうしても必要

となってこよう。

今述べたように，「介護」の問題を考えるにあた

って，住宅に関する考慮事項がどうしても必要とな

ってくるが，その点に関しては今回は以上に言及し

た事柄程度に留めて，以下の部分においては，ひと

まず施設サービスと在宅サービスとの事柄には目を

つぶって，施設サービスに関しては，上記の各種サ

ービスが住宅サービスをともなったものとして，在

宅サービスに関しては，上記の各種サービスだけを

対象として，検討対象とする。

4．「介護」の供給体制に関する公私の役割分担

ここで，わが国において実際に行われている「医

療供給体制」「医療保障制度」を思い出してほし

い。病院・診療所の運営形態としては，公私の両方

が存在している。確かに，医療費の負担の面では，

公的医療保険ということで，強制的に保険料を拠出

させて，それを財源として，実際にかかった医療費

のかなりの部分を当該保険で負担している。また，

ものによっては租税を財源とする公費で賄われてい

る。したがって，各個人は，運営形態が公私のどち

らであろうと，診療を病院．診療所で受けると，受

益者としてその費用の一部を負担するものの，かな

りの部分を公的医療保険あるいは公費負担，すなわ

ち，公的負担で賄ってもらう。このように，現行医

療保障制度の面，すなわち，費用負担の面では，公

的負担（比率をどの程度にするかということに関す

る議論はあるが）が基本となっている。それは，費

用負担の面において，そのように公的負担にするこ

とがいくつかの根拠から要請されるためである。

一方，供給体制については，私的形態を基本とし

ながらも，そのなかにあって，公立の供給システム

がいくつか存在している。これにもいくつかの根拠

が考えられるであろうが，その一つに，次のことが

あると思われる。供給体制を私的にすべて委ねる

と，民間による経済合理性・効率性ということでい

くつかのメリットが生かされるが，その反面，経済

合理性・効率性の追求ゆえに，地域によっては，そ

の住民に十分な医療サービスが供給されない事態が

生じてしまう。公的医療保険制度が完備されている

ゆえ，適正な診療を行う限り，病院・診療所は，た

とえ患者が貧しくとも，適正な診療を行ったことに

要したフローとしての経費は保険の方から保障され

る。だが，病院・診療所を維持していくためには，

ストック面におけるさまざまな経費を要するため，

そうした病院・診療所がうまく運営されていくため

には，そのことを可能にするに足る十分なニーズ・

需要が必要とされる。ということは，それに対応し

た十分な人口が必要とされる。もしそれに足るだけ

の人口がないとするならば，いくら公的医療保険制

度によって適正な診療を行ったことに要したフロー

としての経費が保障されるにしても，経営が成り立

たなくなるか，あるいは，十分な利潤が得られない

可能性がでてくる。ということは，そのような地域

に民間の病院・診療所が進出することはない。結果

的に，その地域の住民に十分な医療サービスが供給

されなくなる。逆に，十分な人口がある所では，公

的医療保険制度が適正な診療を行ったことに要した

フローとしての経費を必ず保障してくれるゆえ，す

すんで民間の病院・診療所はその地域に進出するで

あろう。ある基準に基づいて，社会の構成員（国

民）によって，人びとに必ず保障されるべきである
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とされている量・質の医療サービスに関しては，す

べての個人に等しく保障されなければならない。公

的医療保険制度による費用負担面での扱いもそれを

求めてのものであるが，今述べてきたように，地域

によっては，それだけでは駄目であるから，そうし

た費用負担面での考慮に加えて，供給面での公的介

入が必要となってくる。現行の病院・診療所の設立

形態において，民間に加えて，公的なものが必要と

される根拠の一つとして，今述べたようなことがあ

げられる。

以上，医療を例にして述べてきた事柄を，そのま

ま「介護」の問題に適応することができる。供給体

制の公私という問題は，上で述べた点（これは，決

して無視することのできない大きな考慮事項である

が）を抜きにするならば，つまり，自由放任にして

おいても，ニーズ・需要として生じてくる必要な当

該「介護」を私的形態が十分に供給してくれるなら

ば，その根拠から公的介入する必要性はまったくな

い。

ただし，そのような状況にあっても，別の根拠か

ら公的形態の必要性が，また，私的形態の活動に対

する公的介入の必要性が，生じてくる。

前者の議論については省略して，後者についてだ

け述べておこう。基本的に私的形態でもって供給を

させるのだが，「介護」を受ける高齢者の立場．知

識といったことを考慮して，監督・規制といった手

段を用いて，公的介入を行うというものである。そ

の場合，確かに公的介入の根拠は「介護」を受ける

高齢者のためということで十分な意味があるのだ

が，この公的介入はやり方を一つ間違えれば，私的

形態の活動に基づくメリットをまったく歪めてしま

う可能性もあるゆえ，その点に注意すべきであろ

う。

以上が，「介護」の供給体制に関する公私のあり

方についての簡単な考察である。

上に示した施設サービスのうちどれをどの程度，

また，在宅サービスのうちのどれをどの程度，すぐ

上で述べてきた根拠に基づいて，公私に役割分担さ

せることが妥当なのかについては，今後の検討が期

待される。
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5．「介護」の費用負担に関する公私の役割分担

次に，「介護」に関する費用負担に関する公私の

役割分担について検討することとしよう。提供され

るサービスが公的形態から供給されようが，それと

も私的形態から供給されようが，その際に実際にか

かった費用を誰にどれだけ負担してもらうかという

事柄がここでの検討課題である。いくら公的形態の

供給するサービスの提供を受けても，その費用をま

ったく私的に負担させることも可能である。だか

ら，費用負担に関する公私の問題とこれまでに述べ

てきた供給体制の公私の問題とは別問題である。し

かし，次のことに注意しなければならない。それ

は，前述したように，公的形態の供給機関がもし民

間がそこに進出しないために設立されたとなれば，

利用に関するフローの費用を私的に負担させるにし

ても，ストックまで含めてすべての費用を負担させ

てしまうならば，料金は著しく高いものとなる。も

しそのようにするならば，個人はそのサービスを購

入しなくなるであろう。それでも購入するとなれ

ば，何も公的に設立させなくとも，民間の機関が自

発的に進出してくるであろう。おそらく，それほ

ど，利用料金が高くなると，その地域の個人は当該

「介護」サービスを購入しなくなるであろう。とい

うことは，その地域の個人は，ある基準から保障さ

れるべきであるといわれている「介護」サービスを

享受できないこととなる。これは，問題である。だ

から，そのような場合には，たとえ利用料金を利用

者に負担させるにしても，すべてではなく，ある部

分に限定しなければならない。

さて，費用負担を利用者にまったく求めないか，

あるいは，求めるとしても，その一部とするなら

ば，それ以外の部分は公的負担ということになる。

一言で「公的負担」といっても，それには，公的保

険というシステムを用した方法と租税を財源とした

方法というように二つ考えられる。さらに，公的保

険システムといっても，現行の医療保険を用いるや

り方と現行の年金保険を用いるやり方という二種類

がある。

このように，費用負担のやり方にはいくつかの方

法があるが，その間題を考える際に重要だと思われ

るのは，利用者本人（高齢者）あるいはその家族が



介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

その利用という享受を受けながらも，それに必要な

費用の一部分だけを負担し，それ以外を他者に負わ

せることにどのような根拠があるのか，そして，そ

れに基づいて，他者への費用転嫁をどこまで求めて

よいかを検討することである。

そうした事柄を検討するためには，実際問題とし

て，「介護」サービスを構成している各々のサービ

スを別個に分けて扱うことは難しいであろうが，

「介護」サービス全体を一般的に論ずるのではな

く，個々の「介護」サービスについて，その性質の

上から，「公平」という基準に立って考えることが

大切である。この場合，「公平」は二つの意味をも

っている。

一つは，①利用する人がその利用量に応じて負担

するのが「公平」であるという受益者負担の原則に

基づく公平観である。

もう一つは，②国民であるならば，この社会に生

きていく際に，当然の権利として，社会の構成員に

よって容認された高齢者のためのある種類の「介

護」サービスのある量・質は保障されるべきである

という考え方に基づいて，高齢者がそれを負担能力

によって制約されずに等しく利用できることを「公

平」とみなす公平観である。

この二つの公平観は当然衝突する。「介護」サー

ビスの種類によって，また，同一の「介護」サービ

スであっても，その量・質によって，どちらの公平

観をより重視すべきかが異なってくる。その程度と

いうことは，必ずしも経済学者が断定するような普

遍的な事柄ではない。要するに，社会を構成してい

る各構成員，すなわち，国民が定めることなのであ

る。それは，社会を構成している各個人が社会にお

ける「高齢者」という存在をどのように捉えている

か，また，それとともに，社会の経済状態がどのよ

うな状態にあるのかという事柄に依存している。

社会を構成している各個人（高齢者以外）が社会

における「高齢者」という存在をどのように捉えて

いるかは，以下に列挙するようなさまざまな視点か

ら把握されるであろう。まず，両親・祖父母のよう

な身内としての「高齢者」という存在に対する視点

から，また，自分もいずれは年取るゆえ，将来の自

己の姿であるという視点から，および，たとえ身内

ではないにしても，社会における「高齢者」に対す

る理解をもった視点から，さらには，自分とはまっ

たく関係のない赤の他人という冷ややかな視点か

ら，社会を構成している各個人（高齢者以外）がど

のような視点から社会における「高齢者」という存

在を捉えるかによって，高齢者が要する「介護」サ

ービスをどの程度まで利用者の負担能力によって制

約されずに利用させるかが異なってくる。

そして，もう一つ重要な事柄は，社会の経済状態

である。これは，社会を構成する各個人（高齢者も

高齢者以外も）の経済状態がどうなっているかとい

う検討である。「高齢者」に対する捉え方である

が，もし単純に高齢者が相対的に貧しく，若年者が

相対的に豊かであるとするならば，「高齢者」に対

する理解が深いことに基づいて，高齢者の自らの負

担能力に制約されずに「介護」サービスを利用でき

るという程度が大きくなっても，決して問題にはな

らないであろう。しかし，もし現実社会において，

高齢者にも若年者に比して相対的に富裕な者がいる

とするならば，「高齢者」に対する理解が深いこと

によって，高齢者が自らの負担能力に制約されずに

「介護」サービスを利用できる程度が大きくなるな

らば，それはそれで良い面をもつ反面，その結果と

して，利用者として十分な負担能力を持ちながら

も，それを自己負担しないで，その分を相対的に富

裕でない若年者が負うということになるので，これ

は別の意味の「不公平」を招くこととなる。ゆえ

に，高齢者およびそれ以外の個人がおかれた経済状

態ということは，この間題を考慮するに際して，決

して無視することのできない重要な点なのである。

だから，中立的にこの間題を考えるとするなら

ば，社会における「高齢者」という存在を決して冷

やかに捉えるのではなく，理解を持ちながら，ま

た，若年者の将来の姿というように捉えるが（この

捉え方は保険に強制加入させるための説得的な根拠

となりうる），しかし，高齢者の負担能力（公的年

金をはじめとした高齢者の経済状態）を正しく把握

し，あわせて，高齢者以外の人びとの経済状態も把

握し，もし利用者の負担能力によって制約されずに

高齢者が「介護」サービスを利用できる程度を大き

くさせるとするならば，高齢者以外の人びとにどの

ような負担が及び，その結果，彼等の経済状態がど

のように変化するかということを探る必要がある。

この辺の事柄となると，経済学者の領域となってく

る。そこで，以上のような考察を行った上で，「介
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護」サービスの種類によって，また，同一「介護」

サービスであれば，その量・質に応じて，利用者に

自己負担させる部分と何らかの方法に基づく公的負

担によって利用者以外の個人に負担してもらう部分

との間に線を引かなければならない。

さて，ここで必要という事柄に関して目を向けて

おこう。必要は，二つに分けて考えなければならな

い。

（1）第一は，高齢者として，現在のこの社会に生

きる人間として，ある基準から，当然に必要である

と社会の構成員（つまり，国民）によって認められ

た特定の量・質の「介護」を必要とすることであ

り，それは，ニード，あるいはニーズ，という言葉

で呼ばれるものである。

（2）第二は，高齢者がより豊かにより快適に高齢

期の生活を行っていく上において，「介護」を必要

とするということであり，それは，ディメンド，あ

るいは，需要，という言葉で呼ばれるものである。

必要という言葉のなかにはこの二つの意味が含まれ

ている。

（1）のニード，あるいは，ニーズ，というものにつ

いては，②の公平観が重要であり，（2）のディメン

ド，あるいは，需要，というものについては，①の

公平観が重要である。

ここでいう（2）の要素の強いサービスについては，

なるべく自己負担の要素を大きくする必要がある。

それに対して，（1）の要素の強いサービスについて

は，なるべく公的負担の要素を大きくする必要があ

る。

ただし，難しいことは，実際の介護サービスをそ

のようにきれいに両方に区別できるかどうかという

点である。

さて，もし区別できるとするならば，ある部分を

公的負担に求めるようになる。公的負担といって

も，その財源を租税に求める方法と，保険に求める

方法とでは，その根拠は当然異なってくる。さら

に，保険にするにしても，「介護」サービスの供給

に要する費用の援助ということを保険システムに入

れるには，実際的にどちらの方がやりやすいかとい

う技術的な問題は別にしても，医療保険と年金保険

のどちらでやるかということに関しては，保険理論

の面で改めて検討を行わなければならない。

6．「介護」の費用を「公的医療保険」で賄う場

合と「公的年金保険」で賄う場合との比較

ここで，もし「介護」サービスの費用を公的保険

というやり方で負担させる場合のことに関して，若

干考察してみよう。上記のごとく，その際，医療保

険で行うやり方と年金保険で行うやり方という二種

類がある。この二つの間にはどのような違いがある

のか，そのことについて，簡単に検討してみよう。

われわれはとかく「医療保険」というと，現物給

付という点を強調して，その点で年金保険と異なっ

てくると思いがちである。もちろんその点は確かに

そうなのだが，現物給付といっても，医療保険シス

テムが患者に医療サービスを提供してくれるわけで

はない。そうした供給は，いうまでもなく，病院・

診療所が行うのである。医療保険はあくまでも患者

（被保険者およびその家族）に供給された診療に要

した費用を負担するにすぎない。そうした点に着目

するならば，医療保険も年金保険と同様に現金を給

付する（直接・間接という違いがあるが）というこ

とを行っているのである。ただし，給付される相手

が被保険者本人および家族ではなく，彼等に診療を

供給した医療機関という違いがある。さて，なぜ，

このような事柄を述べるかというと，医療保険・年

金保険の両方を結果的に現金を保障するというよう

に統一的に捉えた上で，両者の相違点を明確にした

いがためである。

ならば，その相違点とは何か。前述したように，

確かに相手は医療機関ではあるが，医療保険はかか

った医療費を保障するというものである。年金保険

は年金という形で所得を保障するというものであ

る。さて，ここで重要なことは，医療保険において

は，医療費の保障という形で給付されるものが，保

険料を拠出したというその一つの事実だけに依存し

ており，その拠出額にはまったく依存していないこ

とであり，さらに，その医療費の保障という形で給

付されるものが実際に要した医療費（それがどのよ

うな額になろうとも）の一定割合について必ず保障

されるということである。つまり，保障される額

は，医療給付率（9割あるいは7割）に実際に要し

た医療費を乗じたものということとなる。医療給付

率（9割あるいは7割）が固定されていても，実際
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介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

に要した医療費が上昇すれば，保障される額も当然

上昇する。これは，医療というそのものの特殊性か

ら，それを保障することが必要であるというところ

からきているのであろう。また，それに加えて，高

額医療費の保障もある。そうした褒章は，医療保険

が傷病というものの発生をリスクと考えているた

め，病気に罹った個人とそうでない個人とを比較す

るならば，拠出額に違いがないゆえ（もちろん被用

者の場合には所得による相違はあるが），保険的に

は必ずしも公平ではない要素も指摘される。ただ

し，これは所得の低い人にも十分な医療保障をしよ

うとする意図からやむを得ない面もあるが。

一方，年金保険は高齢ということをリスクと考え

ており，そのリスクの発生した個人に，事前に拠出

したその拠出額に依存した年金額の保障を行うもの

である（2階建部分を含めて）。そうした高齢とい

うリスクは，今日では，平均寿命の伸長によってほ

とんどの人が等しく経験するようになってきてい

る。年金保険の場合，保障される額は，医療保険と

二つの点で異なっている。一つは，過去の拠出額に

依存する部分があるということである（2階建部分

において）。もう一つは，年金額もインフレーショ

ンや一般生活水準の上昇に応じて大きくなっていく

ゆえ，時系列的に見るならばその額は上昇していく

ものだが，ある一時点で捉えるならば，定まった算

定式に基づいた額だけが各個人に保障されるゆえ，

それは，医療保険が実際にかかった医療費に応じ

て，いい方が悪いが，医療であるゆえ，医療給付率

を前提としつつも，無制限に保障することとは違っ

ている。

さて，もし「介護」サービスに要する費用を公的

保険で賄うとするならば，上記してきた事柄から，

どちらの形態の方が妥当であろうか。

検討すべき点は，「介護」サービスに要する費用

を保障する場合，その額を拠出額に依存させる必要

があるのか，また，保障額に制限（上限）を設けた

り，一定額の保障ということにするのか，それとも

医療保険における保障のように，医療給付率（9割

あるいは7割）を固定させても，その比率の下で要

した費用についてはすべて必ず保障するのか，とい

う事柄である。こうした検討課題は，結局，現行の

医療保険方式をとるのか，それとも，年金保険方式

をとるのか，という事柄につながってくる。もちろ

ん，これとは別に，現在ある公的保険制度を前提と

して，そこに新たに「介護」サービスに要する費用

を公的保険で保障するとなれば，技術的にどちらの

方がやりやすいかという重要な検討課題もある。現

時点ではこれらすべてに解答をみいだすことは不可

能であり，今後さらに検討をすすめていくことが求

められる。

Ⅳ　介護費用にかかわる最近の動向

厚生省は労働省と共同で，第113回臨時国会に

「長寿・福祉社会を実現するための施策の基本的考

え方と目標について」（福祉ビジョン）を提出し

た。同福祉ビジョンでは，とくに今後の本格的な高

齢化社会に向けての在宅福祉サービスの大幅な拡充

が重要であるとの認識のもとに，高齢化社会におけ

る老人福祉施策の充実強化の方針とその整備目標を

明らかにした。

その後，消費税導入の国会審議に関連して政党間

で在宅老人福祉施策の拡充について協議がなされ

た。このことは在宅老人福祉施策の充実が大きな焦

点となっていることを表している。

ここでは，この政党間の協議以降，さまざまな動

きがあった在宅老人福祉対策について概観する。

1．在宅老人福祉対策の緊急整備と内容改善

在宅老人福祉サービスの緊急整備にあたり，平成

元年度はたんに量的な整備にとどまらず，家庭奉仕

員派遣事業の補助率の引き上げと手当の改善，デイ

・サービス事業の運営内容の多様化，ショートステ

イの利用料の改善等の内容改善を行うことにより，

市町村の整備や利用者の利用が促進できるような措

置がなされた。

この背景には，さきに述べた政党間協議で，家庭

奉仕員派遣事業，デイ・サービス事業，ショートス

テイ事業のいわゆる在宅3本柱といわれる事業につ

いて，今後3年間で緊急整備を行うといった政策合

意がなされたことがある。

自民党が「基本的にその方向で実施する」と回

答した在宅3本柱の目標

家庭奉仕員派遣事業　平成3年度
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50，000人

10，000床

2，500床

ショートステイ事業　平成3年度

デイ・サービス事業　　　〃

（1）家庭奉仕員派遣事業

①家庭奉仕員の増員

家庭奉仕員派遣事業について，下表のとおり

平成元年度において，2万7105人から3万1405

人に4500人の増員が行われることになった。

昭和63年度 平成元年度 平成12年度

（1988年度 ） （198 9年度 ） （2000年度 ）

家庭奉仕 員数 27，10 5人 31，40 5人 50 ，000人

予　 算　 額 9 ，008 百 万 円 17 ，98 6百万円

（注）平成12年度の数値は、「福祉ビジョン」に示された目

標数値

（参　家庭奉仕員派遣事業の内容改善

今後，高齢化社会に向け，家事援助にとどま

らず，ねたきり老人の介護援助の充実が大きな

課題となっている。

このため家庭奉仕員の手当額に対する国庫補

助については，従来，業務内容にかかわらず，

一律同額であったが，介護中心型のサービスは

家事援助中心型のサービスに比べ，専門性が要

求される等の理由から，ねたきり老人等の介護

を行う場合の家庭奉仕員の手当額に対する国庫

補助については，大幅な改善が図られることに

なった。

一方，利用者負担額については，介護中心型の

場合も家事援助中心型と同じ額としている。

昭和63年度　　　　　　　　　平成元年度

1，574，819円　⇒　介護中心型　2，398，472円

家事援助中心型1，610，981円

③　補助率の引き上げ

家庭奉仕員派遣事業はデイ・サービス事業，シ

ョートステイ事業とならんで，在宅福祉施策の

中核的事業であり，今後さらに充実を図ること

が必要であることから，今回の補助率の見直し

の一環として，平成元年度に国の補助率を1／3

から1／2に引き上げ，都道府県および市町村の
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負担は，それぞれ1／4とすることになった。

（2）デイ・サービス事業

①　デイ・サービス実施箇所数の増設

デイ・サービス事業について，下表の通り平

成元年度において，630カ所から1080カ所と450

カ所の増設が行われることになった。なお，福

祉ビジョンでは，将来的には小規模も含め1万

力所程度を目標に整備をすすめることが示され

ている。

昭和63年度 平成元年度
（1988年度） （1989年度）

箇　 所　 数 630カ所 1，080カ所

予　 算　 額 4，633百万円 9，201百万円

②　デイ・サービス事業の内容改善

平成元年度においては，デイ・サービス事業

の運営内容について，現行のデイ・サービスセ

ンターを基本として，利用者のうちねたきり老

人等が一定割合以上のデイ・サービスセンター

を重介護型，利用者が主に虚弱老人であるデイ

・サービスセンターを軽介護型として区分し，

下表のように三類型に多様化することになっ

た。

事　 業　 内　 容

生活指導、食事、入浴、機能訓練

生活指導、食事、入浴、機能訓練

生活指導、食事

（3）ショートステイ事業

①　ショートステイ用ベッドの増設

ショートステイ事業について，下表の通り平

成元年度において，2374床（対象人員4万9795

昭和63年 度 平 成元年度 平成 12年度

（1988年度 ） （1989年度 ） （2000年度 ）

対象ベ ッド数 2，374床 4，274床 50，000床

予　 算　 額 648百万円 1，235 百 万 円

（注）平成12年度の数値は、「福祉ビジョン」に示された目

標数値
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人）から4，274床（同11万1423人）と，1，900床の

増床（同6万1628人増）となった。

②　ショートステイ事業の内容改善

ショートステイ事業の利用料について，従前

は介護疲れ等の私的理由については，全額自己

負担となっていたものを，平成元年度より，病

気，冠婚葬祭等社会的理由と同額の利用料とす

ることに改められることになった。

また，一定規模（20床）以上のショートステ

イ事業を行う特別養護老人ホームに送迎用バス

および運転手を配置すること，新たに特別養護

老人ホームを整備する場合には，原則として必

ず一定規模のショートステイ専用ベッドの整備

を行うことになった。

私的理由による　　　　昭和63年度　　平成元年度

利用料（1日当たり）　　5，200円⇒1，890円

2・臨時福祉特別介護給付金の支給等について

（1）臨時福祉特別介護給付金の支給

今般の税制改革における消費税の導入にともな

い，老齢福祉年金，特別障害者手当の受給者等の生

活の安定と福祉の向上及び低所得者の在宅ねたきり

老人等に対する在宅介護の支援をするため，臨時特

例の措置として，昭和63年度補正予算成立後，臨時

福祉特別給付金の支給を行うこととし，さる1月19

日「臨時福祉特別給付金支給要綱」が閣議決定され

た。

この発端は，昨年，野党が消費税の国会審議に関

連して，政府に「3年間緊急倍増計画の実現までの

つなぎの措置として，年収300万円以下の世帯のね

たきり老人に対して月額5万円の老人介護手当を支

給」することを要求したことにある。

これに対し，政府は，対象人員が不明であるこ

と，2年間のつなぎ措置としても莫大な予算を必要

とすること，等の理由から，平成元年度予算編成ま

でに両党間で協議すると回答。その後の協議の結

果，低所得者等に対する措置として昭和63年12月22

日，自民党と公明・民社党間で臨時福祉給付金の支

給が，また，自民・公明両党間で臨時介護給付金の

支給がそれぞれ合意されたものである。
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臨時福祉特別給付金の概要

1　臨時福祉特別給付金の種類

（1）臨時福祉給付金

（2）臨時介護福祉金

2　支給対象者

（1）臨時福祉給付金（約420万人）

ア　老齢福祉年金、特別障害者手当、原爆諸手

当等の受給者

イ　市町村民税非課税世帯に属する70歳以上の者

（2）臨時介護給付金（約20万人）

市町村民税非課税世帯に属する在宅ねたき

り老人等、特別障害者手当等の受給者

3　支給額

（1）臨時福祉給付金　対象者1人につき1万円

（2）臨時介護福祉全　文給対象者1人につき5万円

（2）在宅介護を振興するための事業について

昭和63年度の補正予算では，在宅介護事業の振興

をはかるため，社会福祉・医療事業団に100億円の

追加出資を行い，その道用益をもって在宅介護事業

の充実を図るために，必要な事業を行うことになっ

た。

これは，社会福祉．医療事業団法第21条第1項第

8号に基づく厚生大臣の認可業務として，

ア　在宅事業者，在宅介護者等に対する介護技術

等の指導・情報提供

イ　介護機器等のレンタルの普及と各種機器等の

開発促進普及事業の実施

ウ　各地域における先駆的で独自な在宅サービス

のモデル研究・評価事業

エ　その他在宅介護の普及向上に資する事業

の在宅介護事業振興のための事業を行うものであ

る。

3・平成元年度税制改正

昭和63年12月30日に公布された税制の抜本改革法

（昭和63年法律第107号から第112号まで）及び平成

元年度の税制改正において，ねたきり老人等にかか

わる所得税控除額の引き上げなどが，次のように行

われた。



（1）所得税における所得控除額の引き上げ

今回の税制の抜本改革法においては，ねたきり老

人等に関する所得税の所得控除額が，昭和63年80万

円から平成元年120万円に引き上げられた。

ねたきり老人等（70歳以上）を同居して扶養して

いる場合

昭和63年　　　　　　平成元年

80万円　　　⇒　　120万円

（2）住民における寝たきり老人等にかかわる所得税

控除額の引き上げ

税制の抜本改革法における所得税の改正を踏ま

え，住民税におけるねたきり老人等への所得控除額

についても，現在（抜本改革後ベース）の72万円か

ら91万円に引き上げることとされた。（平成2年度

から実施）

ねたきり老人等（70歳以上）を同居して扶養して

いる場合

抜本改正　　　　　　平成元年度改正

72万円　　⇒　　　91万円

（3）在宅療養の介護人に関する費用に係わる医療費

控除の適用

平成元年度の税制改正において，医療と一体的に

提供される在宅介護サービスについて，その介護人

に要する費用を医療費控除の対象とし，その周知・

徹底を図ることになった。

なお，これまでは，保健婦，看護婦，準看護婦又

は特に依頼した者による療養上の世話が医療費控除

（参考）ねたきり老人等の所得控除

区　 分 個人住民税 所　 得　 税

扶養控除合計 62万→72万→91万 62万→72万→91万

扶養控除 28万→30万→30万 33万→35万→120万

扶養控除の
老人割増

適用無→適用無→適用有　　　　5万 適用無→適用無→適用有　　　10万

同居老親加算

同居特別障
害者加算

適用無→適用無→適用有　　　　7万 適用無→適用無→適用有　　　10万

8 万→14万→21万 14万→20万→30万

特別障害者控除 26万→28万→28万 33万→35万→35万

※個人住民税：消費税法等税制抜本改革前→改革後→平成元年度

改正

所　得　税：消費税法等税制抜本改革前→国会における修正前

→修正後
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の対象であり，病院に入院中の付漆看護は対象とな

っていたが，在宅療養についての扱いは統一されて

いなかった。

Ⅴ　〔解説〕介護費用の社会的負担制度を

めぐる論議

1．はじめに

介護費用の社会的負担制度のあり方をめぐる論議

が活発になっている。その主な論点は，（1）介護需要

の増大とそれに対応する介護サービスの未整備状態

の問題，（2）医療・保健・福祉の入所施設間，あるい

は在宅と施設間の費用・サービス内容の制度的アン

バランスの問題，（3）介護あるいは介護費用とは何か

といった，介護そのものを医療，看護といかに区別

するのか等の問題，そして，（4）そうした介護費用の

調達をめぐってどのような制度，水準を考えるのか

といった具体的な財源確保，給付方法，水準に関す

る問題，さらに（5）介護費用によって形成される新た

な介護サービス供給体制の整備の問題まで及んでく

る。とくに費用調達方法をめぐっては，医療保険制

度，年金制度による新たな介護給付や新たな社会保

険制度による介護給付，そして私保険による介護給

付などが，それぞれの長所，短所をめぐって幅広い

論議がされている。

こうした介護給付をめぐる論議は，国会において

も，今般の税制改革における消費税の導入にともな

い活発に行われたが，その結果は，臨時福祉特例給

付金という老齢福祉年金，特別障害者手当の受給者

等の生活の安定と福祉の向上，及び低所得者の在宅

ねたきり老人等に対する在宅介護の支援のための臨

時特例の措置にとどまった。今後，新たな議論が行

われることは必至であろう。

また，厚生省内の議論は，一部に報道はあるが，

現状は不明確である。ただし，厚生省の中堅職員に

よる厚生省政策ビジョン研究会の「変革期における

厚生行政の新たな展開のための提言」（63．1）にお

いては「超高齢化社会が到来しても，国民が老後の

不安なく明るい生活を過ごせるためには，年金を使

って介護サービスや医療サービスを受けられるよう

にしたり，医療サービスと介護サービスの一体化を

はかるなど，これまで別々に考えられていた年金，



介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

ねたきり老人にかかわる所得控除の改正（所得税）

（現行→政府案）

同居特別障害者

扶養控除

14万→20万

同居老親等扶養
控除

7万→10万

老人扶養控除

39万→45万
一般の扶養控除

33万→35万
l

ー

特別障害者控除

33万→35万
l

ねたきり老人　　ねたきり老人　　健康な老人　　健康な老人
別居・扶養　　　同居・扶養　　　別居・扶養　　別居．扶養

（現行）　　66万

↓

（政府案）　70万

80万 39万 46万

↓ ↓　　　　　　　↓

90万　　　　　　45万　　　　　　55万

（現行→政府案→修正）

ねたきり老人　　ねたきり老人

別居・扶養　　　同居・扶養

（現行）　　66万

↓

（政府案）　70万

↓

（修正）　　80万

ねたきり老人にかかわる所得控除の改正（個人住民税）

（現行→政府案）

同居特別障害者

扶養控除

8万→14万

同居老親等扶養

控除

4 万→ 7万

老人扶

29万→

養控除

35万

一般の扶養控除

28万→30万
l
l

特別障害者控除

26万→28万
l

ねたきり老人　　ねたきり老人　　健康な老人　　健康な老人

別居・扶養　　　別居・扶養　　　別居・扶養　　別居・扶養
（現行）　　54万

↓

（政府案）　58万

62万　　　　　　29万　　　　　33万

↓　　　　　　　 ↓　　　　　　↓

72万　　　　　　35万　　　　　　42万
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80万

↓

90万

↓

120万

（現行→政府案→平成元年度改正）

ねたきり老人　　ねたきり老人

別居・扶養　　　別居・扶養
（現行）　　54万

↓

（政府案）　58万

↓

（修正）　　63万

62万

↓

72万

↓

91万

（修正内容）

額を10万円上積み

新たに適用を認める

新たに適用を認める

（修正内容）

額を　7万円上積み

新たに適用を認める

新たに適用を認める



医療，福祉政策の統合化が必要である」とし，介護

費用をめぐっての新たな制度に関する提言がなされ

ている。

介護手当の実態については，全国社会福祉協議会

・全国民生委員児童委員協議会が行った「市町村に

おける介護手当実施状況一介諸手当実施状況調査結

果（Ⅰ）（Ⅱ）一」（62．12）によって，一部の自治

体以外は介護者への慰労金的なレベルの給付しかな

されていないことが明らかにされている。

介護費用制度をめぐる基本論議としては，西川藤

三「特に費用負担の視点から介護問題を考える（上

・中・下）」（『厚生福祉』時事通信社，62．12．19－

12．26），沢村幸生「介護費用をどう調達するか－西

川論文の継承と進化を目指して－」（『厚生福祉』時

事通信社，63．6．29）及び，西ドイツにおける介護

費用制度と日本への導入をめぐって古瀬徹，栃本一

三郎の一連の論文があげられる。

西川論文は，年金制度を活用した公的介護給付を

支給する仕組みの導入を通して，現在の医療，保

健，福祉サービスの再体系化を試みたものである。

とくに，医療関与という視点から要介護老人への対

応の現状や問題点の分析を行い，医療，保健，福祉

の各入所施設の関係や在宅との比較を行っている。

そこでは，老人保健施設と特別養護老人ホーム，シ

ルバーサービスの利用者負担のアンバランスな問題

から生じる不都合など，後述のような諸問題が指摘

されている。

また，実際に介護手当を支給する場合の制度とし

て，医療保険，年金制度の2つを想定して検討して

いるが，医療保険の仕組みにおいては自己負担が比

較的低く，この構造から脱皮することが困難であ

り，財源確保が難しいという点や，供給主体が医療

法人等に限定されて，民間活力の導入がしにくい点

などの理由から，年金制度による介護給付制度の必

要性を提案している。

これに対し，沢村論文は，西川論文で提起された

問題を引き継ぐ形で，その展開を試みたものであ

り，（1）老人ホームと病院・老人保健施設との役割分

担を医療の関与の度合いのみで整理しても良いか，

（2）介護に要する費用の自己負担を当面どう求める

か，（3）社会保険システムで給付する介護加算の水準

をどうみるかという三点にわたって疑問を提起し，

議論の整理を行い，新しい介護費用負担の体系を提

唱している。

こうした介護問題は，先進諸国において共通の福

祉課題となっているが，そのなかで，とくに介護費

用に関する議論，制度がすすんでいる西ドイツを参

考として，介護費用問題の研究がすすんでいる。

とくに，古瀬徹，栃本一三郎らは，医療保険法大

改正の過程で行われた西ドイツの介護費用をめぐる

議論の分析を行うとともに，西ドイツとわが国の相

違を踏まえ，わが国にそれがどう適用されるのか等

の研究を行っている。昭和59年6月，西ドイツ公私

福祉連盟（日本の全社協にあたる）が提案した老人

介護費用に関する単独の社会保険システム等は注月

されるところである。

このほか，本報告の参考資料のとおり多くの重要

な研究論文，調査等があるが，ここでは，西川，沢

村の論文を中心として解説を行いたい。その際，そ

の内容を解説するために次の表を作成したので参照

されたい。

（西川Ⅰ）要介護老人入所施設の対比

（西川Ⅱ）医療関与の度合いからみた整理

（西川Ⅲ）介護財源としての医療保険と年金制

度

（沢村Ⅰ）扶養機能の補完・代替関係からみた

介護費用負担

（沢村Ⅱ）自己負担・介護加算の考えの比較

（沢村Ⅲ）新しい介護費用負担の体系

2．要介護老人入所施設の対比

西川論文では高齢化社会の問題意識として，次の

二つのことがあげられている。一つは，高齢化にと

もなう世代間の経済的扶養の問題であり，もう一つ

は，介護問題である。経済的扶養については，公的

年金制度の整備や先の年金制度改革による制度体系

の再整備を経て，基本的見通しがついているが，介

護問題については逆に，困難さを増す傾向にあると

いう。そして，介護問題は今の仕組みのなかでは市

場機構になじまないので，一義的には，行政責任に

おいて対応されなければならないとしている。この

ような問題意識を背景として，今後の介護費用負担

の問題に焦点をあて，議論が展開されている。

西川論文は，まず，施設入所と在宅の要介護老人

への対応の現状や問題点の分析を行っている。その
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介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

うち，施設入所について整理したものが「（西川

Ⅰ）要介護老人の入所施設の対比」である。これ

は，老人保健施設と特別養護老人ホーム，シルバー

サービス（有料老人ホーム）を対比したもので，そ

れぞれの施設の背景，対象，体制，機能，入所の法

形態，利用者負担，問題点，課題等についてさまざ

まな検討がなされている。

そして，こうした検討のなかから，特に利用者負

担のアンバランスな問題から生じる不都合や，対象

老人が老健施設と特養との間で区別できないことか

ら生じる競合関係，老健施設乱立による財政的危機

の可能性，特養の低所得対策イメージ，処遇の一律

性と費用負担の仕組みの矛盾等の問題点が明らかに

され，その結果，現在の措置費体系が限界にきてい

るのではないかと指摘がなされている。また，入所

と在宅の利用者負担の不整合状態から，今後，在宅

介護が期待できないという問題点も指摘されてい

る。

3．医療関与の度合いからみた費用負担のあり

方

在宅あるいは施設入所の問題を取りあげる場合，

医療・福祉・保健の総合的対応が求められている。

それを検討する際に対象老人への医療関与の度合い

から整理する必要があるとし，その視点から病院，

老人保健施設，特別養護老人ホームの対象，現状，

費用，自己負担の程度，問題点，課題について整理

し，医療・福祉・保健の各施設の役割分担や自己負

担のあり方を明らかにしようとしたものが，「（西川

2）医療関与の度合いからみた整理」である。

整理の視点は，前述のように医療関与の度合いに

よるが，その度合いは高い方からA，B，Cの三つ

の整理されている。すなわち，急性期の治療の必要

なもの（Aレベル）は病院が担当する。急性期を脱

しているが医師の管理下で常時医療的なケアが必要

な要介護状態の者（Bレベル）は，老人保健施設が

担当する。節目ごとの往診程度の医師の関与があ

り，あとは医師の指示に下の定期的な訪問着護があ

り，あわせて介護者がいれば在宅でも療養が可能で

ある程度の者，またはそれよりも医療の必要性の低

い要介護状態の者（Cレベル）については，特別養

護老人ホームにより対応するという整理が妥当であ
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るという。

医療費は，医療関与の度合いに応じて支払われる

のであり，一義的には老人病院と老人保健施設は医

療費により賄われる。この場合の自己負担額は，老

人病院，老人保健施設，そして費用徴収の対象とな

る負担能力のある者については特別養護老人ホーム

という順で大きくなることになる。

しかし，現実は表（西川Ⅱ）のとおり，自己負担

の程度がABCそれぞれ不整合な状態にあり，実際

の医療関与の度合いとはまったく異なっており，混

乱をきたしていることである。このなかでは，老人

保健施設の場合には月5万円程の負担で，かつ行政

の認定行為を条件としないで入所できる利用施設が

定着するかといった疑問も提示されている。これは

結果として在宅サービスとの均衡を欠き在宅介護が

期待できないという問題や，老人保健施設がCレ

ベルの老人をカバーすることになると財政が困難に

なるという問題点が指摘されている。

特別養護老人ホームの負担の形態については，原

則利用料の体系に改めるとともに，その負担額は，

現行で考えられている老人保健施設の自己負担額5

万円の倍額以上，少なくとも月10万円強とすべきで

あること，また，費用負担は，特別養護老人ホーム

の医療費以外の処遇費用つまりおおむね月20万円の

うち，介護の直接処遇経費を除いた部分，すなわち

介護体制のない軽費老人ホームの一人当たり処遇経

費月12万円程度は自己負担とし，月20万円との差額

8万円程度を施設，在宅福祉を通じて介護の費用負

担として公的に賄うべきであるとしている。

4・介護財源としての医療保険と年金制度

実際に介護手当を支給する場合，いくつかの制度

が想定される。ここでは医療保険，年金制度の二つ

を想定し検討している。これを整理したものが

「（西川の介護財源としての医療保険と年金制度」

である。

介護手当の財源として医療保険を中心に据えて対

応した場合，多くの問題が考えられる。

例えば医療保険の仕組みにおいては自己負担が比

較的低く，この構造から脱皮することが困難であ

る。供給主体が医療法人等に限定されて，民間活力

の導入がしにくい。利用施設というのはもはや医療



機関とは言えないので，老人保健法に位置づけるこ

とができないという自己矛盾等がある。

結論としては，医療費財源で運営される老人保健

施設の対象はBレベルのねたきり老人に限定され

るべきであるとされている。

逆に年金制度による介護財源については，かなり

可能性がある。西川は年金制度を活用した公的介護

保険の試論というのを展開しているが，結論からい

っても，「措置費以外の仕組みで月8万円もの公的

な給付を行える方式は社会保険システムをおいてな

い」と断言している。

年金制度を導入した場合のメリットは，月8万円

程度の社会保険給付を個人に支給し，それを超える

部分について年金その他の自己負担という構成にす

れば，それにより自由契約の介護施設を基本とする

施設体系へ転換させることが可能である。また，社

会保険方式という個人に対する給付の仕組みを取る

ことから住宅のねたきり老人に対しての給付が可能

となり，施設と在宅との費用負担の均衡がとれる。

独自の介護保険制度を別途に導入することなく年金

制度の体系に位置づけること，また，国民全体をほ

ぼカバーすることができる。給付財源についても，

トータルで考えれば重い負担にはならない。国民年

金制度の目的を少し広げ，新しい体系として同制度

に介護給付を加算することも考えられる。このよう

に，西川は多くのメリットをあげている。

5．扶養機能の補完・代替関係からみた介護費

用負担

沢村論文は西川論文の問題提起を引き継ぎ，発展

させる目的で善かれたものである。

沢村は，西川論文への疑問として次の3点あげて

いる。一つは「老人ホームと病院，老人保健施設の

役割分担を医療の関与の度合いのみで整理していい

のか」という疑問である。医療関与の度合いという

視点については評価しつつも，ここでは，「家庭に

おける扶養機能」との補完．代替関係によって役割

分担を整理し，費用負担問題を検討することが必要

であるとしている。

したがって，「（沢村Ⅰ）扶養機能の補完・代替関

係からみた介護費用負担」では，医療関与の度合い

というよりも，家庭扶養機能の代替補完という視点

で，病院．老人保健施設．老人ホームにおける介護

費用の負担を検討している。

それぞれの施設の機能をみるならば，病院は，医

療サービスの提供，すなわち老親扶養という家庭機

能の補完であり，老人保健施設は，急性期を脱した

高齢者が再び家庭に戻るまでのリハビリテーション

を行うこと，すなわち家庭の代替機能を相当程度含

むものとなっている。そして，老人ホームはまさに

家庭の代替に当たる。このほか，費用の内訳では，

純粋な医療費なのか，生活費的な部分なのか，管理

的費用なのか等々の分類がなされ，また，問題とし

て費用負担と実際のサービスの内容が必ずしも一致

していないし，その議論も十分なされていない点が

指摘されている。

6，自己負担・介護加算の考えの比較

「（沢村Ⅱ）自己負担．介護加算の考えの比較」

は沢村の第二，第三の疑問点に当たるものである。

第二は介護に要する費用の自己負担をどう求めるか

ということである。西川論文では当面あるいは将来

具体的にどういうふうに自己負担を求めるのか明示

されていないことから，その点を詰める必要がある

と指摘し，例えば老齢福祉年金世代はどうなのか，

基礎年金世代はどうなのか等について，具体的な提

案をしている。

そして，第三の疑問点として，社会保険システム

で給付する介護加算の水準をどうするかという点を

あげている。西川は介護手当月8万円という水準が

提示されているが，これは年金制度を活用した社会

保険システムで支給するということであり，実質的

には第3の社会保険システムで支給するということ

になる。そこで，沢村は「現行年金制度の加算とし

て考えることが妥当ではないか」とし，基礎年金が

5万円強であることを考えると，加算制度としては

均衡上，月5万円程度が一応の限度であろうと述べ

ている。

7．新しい介護費用負担の体系

最後に「（沢村の新しい介護費用負担の体系」

は，これまで西川論文への疑問にからめて提起して

きた論点を整理し，新しい介護費用負担の体系を提
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介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

案したものである。

入所の場合，生活的な費用，管理的な費用に分

け，生活的な費用の場合は，在宅者とのバランスを

考慮し，高齢者自身が年金から支払うことが必要

で，生活費の増分としての介護加算は月5万円程度

とする。管理費的費用としては扶養義務者が負担す

るのが好ましいとし，扶養義務者が負担できない場

合は高齢者自身が年金や資産を活用して支払う。い

ずれも不可能な場合には公費による費用負担を当て

る。

在宅介護の場合には入所者とのバランスを考えて

管理費的費用相当額を税制上，相続上考慮する必要

性がある。また，医療の場合なら食費等の生活的な

費用は自己負担にすべきである。管理費的費用につ

いても居宅において行われたサービスに相当するも

のは自己負担とし，純粋の技術料医療費について

は，保険料で支払われるべきであると提案してい

る。

（沢村Ⅲ）

新しい介護費用負担の体系

生活費的費用

（1）高齢者自身が年金から支払う（在宅

者とのバランス）。

（西川Ⅰ）

（2）生活費の増分としての介護加算は，

月5万円。

管理費的費用

（1）扶養義務者による支払い。

（2）扶養義務者による負担が期待できな

い場合は，高齢者自身の老齢年金及

び土地等の資産活用。

（3XIX2）のいずれも利用できない場合に

かぎり公費による費用負担を充て

る。

●在宅介護

負担の公平上からも管理的費用相当額を税制上ある

いは相続上，何らかの形で経済的に評価。

⇒課税所得がある者については，課税所得から控

除。

⇒フロー所得が少ない者については，相続税の控

除，優先的相続を認める。

●医療（入院費用）

生活費的費用－自己負担

管理費的費用（居宅において行われる程度のサービ

スに相当するもの）－自己負担

純粋技術料－保険料

要介護老人入所施設の対比

老人保健施設 特別養護老人ホーム
シルバーサービス
（有料老人ホーム）

背　　　 景 （1）病院治療はもはや必要

でない段階にいたっても、

家庭介護の受け皿がない

ために老人が病院にとど

まっているという現象の

常態化。

（1）現行措置費体系の限

界

（2）年金制度の充実等に

ともなう高齢者の購買

力の高まり。

対 象

施 設 体 制

機 能 等

（1）対象 （1）対象 市場機構をベースとす

病院での治療は必要な 老人福祉法にもとづ る自由契約による施設

いが、リハビリ、看護お く福祉施設であり、家 サービスであり、全額

よび介護を中心とした医 庭介護が困難になった 自己負担により高齢者

療ケアを必要とするねた

きり老人等を対象として

いる。

（2）施設体制

施設体制は医療施設の

カテゴリーに位置づけら

れ、看護 ・介護体制は、

ねたきり老人の介護を

行う。したがって、も

し家庭に介護体制があ

れば家庭にいることの

できる程度のねたきり

老人を対象としている。

（2）施設体制

が入居。
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福祉施設たる特別養護老 医師は嘱託でよいほ

人ホームより看護職が多 か、若干の看護婦が配

く、介護職が少ない。 置されるにとどまり、

（3）機能 大部分は寮母職と呼ば

機能面では家庭と病院 れる介護要員が配置さ

の中間的なもの。 れている。

（3）機能

治療の対象というよ

りも日常生活を送る老

人に着目して自立援助

に重点をおく一方、地

域に開かれた生活の場

として施設づ くりを目

指すよう取り組まれて

きた。ねたきり老人の

生活のあり方という視

点に立ち、できる限り

日常生活の延長の場に

おいて処遇される。

入　 所　 の 医師の判断を経れば、契 措置 （知事または市町 自由契約

法　 形　 態 約。 村長による行政処分）

利用者負担 （1）5 万円程度 （老人保健 （1）費用徴収は、入所者 （1）全額自己負担。通常

法から月20万円程度の医 及び扶養義務者が能力 月20万円から30万円の

療費が支払われるため。） に応 じて負担 （扶養義 利用料のほかに、高額

務は最高月20万円全額。 の入所金が必要とされ

本人は最高月12万円を

徴収する。サービス内

容は、最低基準をベー

スとした一律の内容と

されており、費用徴収

の多寡で処遇に差を設

けない。）

る。

問 題 点

課　 題

（1）状態が変化する老人が （1）つくった分だけ需要 （1）シルバーサービスに

入所すれば、特別養護老 が生ずる構造である。 携わる者の倫理の確立

人ホームとの競合関係に （2）実際は、低所得者世 とサービスの質の確保、

なる。⇒本人の費用負担 帯（深刻なもの）を優先 さらに通常の消費者保

レベルが異なるため混乱。 している。低所得者対 護以上の配慮。

（2）特別着筆老人ホームと 策のイメージから抜け （2）価格が一般サラリー

の制度上、実態上の関係。 出せない。（逆に言え マンからみれば高すぎ

（3）本当に家庭復帰を志向 ば、深刻にならなけれ る。

した中間施設としての機 ば措置しないというこ

能がもてるか。 と）

（4）もし老人保健施設が乱 （3）市場機構の下での生

立すれば、 トータルとし 括が一般化しているな

ての医療費は増大する。 か、処遇の一律性と費

（5）日常性からの隔離。 用負担のしくみから生

じる制度的矛盾がある。
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介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

自由な選択のメニュー

が必要。

（4）以上のことから、現

行措置費体系は、必ず

しも十分に国民のニー

ズを受け止められてい

るとはいえない。

（西川の　　　　　　　　　　　　医療関与の度合いからみた整理

医 療 関 与

A （高） B （中） C （低） 備　　　 考

急性期の治療の必要なも 急性期を脱しているが 節目ごとの往診程度の ＊C レベルの老人を受

のを対象。 医師の管理下で常時医 医師の関与があり、あ け入れる施設体系とし

療的なケアが必要な要 とは医師の指示の下の ては、公的に給付され

の必 要 性 介護状態の者を対象。 定期的な訪問着護があ る介護費用月 8 万円お

の 度 合 い り、あわせて介護者が よび措置費が支弁され

（対　 象） いれば在宅でも療養が

可能である程度の者、

またはそれよりも医療

の必要性の低い要介護

状態の者を対象。

る特別養護老人ホーム

に加えて、公的に給付

される介護費用月8 万

円以外は全額自己負担

とする自由契約の利用

施設を導入する。

施　　　 設 病　　 院 老人保健施設 特別養護老人ホーム

現　　　 状 A 、 B 、C 各レベルの者 B レベルだけにとどま 現在おおむねC レベル

がいる。 らずC レベルの者が多

くなる可能性が高い。

の者が入所している。

費　　　 用 医療費によって賄われる。 医療費によって賄われる。

入所老人一人当たり月

25万円

（うち自己負担 5 万円、

残りは老人保健法にも

とづ く老人保健施設療

養費＝医療費）

措置費によって賄われる。

入所老人一人当たり月

20万円

別途医療費一人当たり

月 2 －3 万円

自己負担額

の 程 度
低 中

高 （費用徴収の対象と

なる負担能力のある者）

問　 題　 点 （1）月 5 万円程度の負担 （1）遺留品 ・資産⇒本人

課　 題　 等 で、かつ、行政の認定

行為を条件としないで

入所できる利用施設が

定着することへの疑問

⇒在宅介護との均衡を

欠き、在宅介護が期待

できなくなる。

（2）C レベルの老人のほ

とんどをカバーすると

すれば、財政維持が困

からの費用徴収の強化

（2）ねたきり等のC レベ

ルの要介護老人の施設

処遇を行う場合、負担

の形態を原則利用料の

体系に改めるとともに、

その負担額は、現行考

えられている老人保健

施設の自己負担額 5 万

円の倍額以上、少なく
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難。（一般会計．措置

費から保険料財源の特

別会計へ切り替える意

義はあるが……）

（3）Cレベルのねたきり

老人を施設処遇する場

合の標準的な自己負担

水準を検討する必要。

とも月10万円強とすべ

きである。

（3）自己負担＋適正な公

的介護給付⇒私的介護

保険の普及の吋能性

（4）Cレベルのねたきり

老人の介護の費用負担

は、特別養護老人ホー

ムの医療費以外の処遇

費用つまりおおむね月

20万円のうち、介護の

直接処遇経費を除いた

部分、すなわち介護体

制のない軽費老人ホー

ムの一人当たり処遇経

費月12万円程度は自己

負担とし、月20万円と

の差額8万円程度を施

設、在宅を通じて介護

の費用負担として公的

に賄う。

（5）低所得の自営業者を

含めて月12万円の自己

負担が困難と認められ

る者は従来通り特別養

護老人ホームに措置し、

公的に給付される介護

費用月8万円以外の自

己負担相当額の全部ま

たは一部を措置費で賄

う形にすれば大きな混

乱はない。

（西川Ⅲ）　　　　　　　　　　　介護財源としての医療保険と年金制度

＊Cレベルのねたきり老人について月8万円の介護費用を公的に負担できる体系を構築するには…・・・

医　 療　 保　 険 年　 金　 制　 度

前　　　 提 （1）高齢化社会に向けて財源確保の見通 しが持てること。

（2卜 般サラリーマンのニーズにこたえるために所得制限制度を前提 としない仕組みであること。

（3）今後の介護のあ り方か ら考えて在宅介護に対 しても給付できるものであること。

（4）効率的で多様な民間活力の導入が図 りやすいものであること。

基　 本　 的 （1）国民皆保険、皆年金体制下で、国民の所得水準の分散の幅 も

考 え方課題 小さく、現在のところ子の扶養意欲がいちおう維持 されている

わが国においては、月 8 万円程度の社会保険給付 を個人に支給

し、その余を年金その他の自己負担 という構成にすれば、それ

により自由契約の介護施設を基本 とする施設体系へ変換 させる

ことが可能である。
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介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて

（2）社会保険方式 という個人に対する給付の仕組みをとることか

ら、在宅のねたきり老人に対 して も給付が可能となる。

（3）施設と在宅の費用負担の均衡がとれ、従来強 く指摘されてき

た入院 した り施設に入所 した方が安 くつ くという問題点が解消

される。

（4）介護の費用負担のカテゴリーとしては、医療保険制度よりは

むしろ年金制度サイ ドに属するもの として整理できる。

（5）老齢基礎年金の受給資格 を満たしている者が要介護状態に陥

ったら、保険給付 として介護費用を給付する方式をとることに

より、わざわざ独 自の介護保険制度 を別途に導入することなく

年金制度の体系に位置づけることが可能である。

（6）国民年金制度の目的を少 し広げて、新 しい体系として同制度

に位置づける。⇒①現金給付、 もしくは（む指定介護機関による

サービスを受けたとき介護給付を同機関に支払い、現物給付化

する。

（7）（カバー率 ）全国民に老齢基礎年金が確立されてお り、問題は

少ないと思われるが、保険料滞納による無年金者については施

設入所をせざるを得ない場合は、介護費用を含めて措置費制度

によることとなる。

（8）（給付財源）現在の年金財政 との関連でどのような負担の余地

があるか。⇒ トータルで考えれば重い負担 とはならない。

（9）将来の年金の給付水準を下げ、目的税 と関連させてで も介護

給付 を導入する必要性がある。

問　 題　 点 （1）医療保険の仕組みにおいては、 （1）年金給付は、保険事故が発生 した際の従前の稼得能力の喪失

自己負担が比較的低 く、この構造 に着目したものであるという一定の保険事故の発生にともなう

から脱皮することは困難。 支出増に対する面 を有する介護費用は、一義的にはなじみにく

（2）療養費（医療費）を支給すること い。（しか し、一級の障害年金については二級の障害年金に比

は、基本的には医療ケアに必要な ベて障害度合いが重いために必要な経費増に対応 して額が増や

費用 を賄 うという発想⇒利用者の してあるように、介護費用に着 目した給付 を体系に織 り込む手

自己負担分以外の部分の増加圧力

が極めて強まる。

（3）老人保険施設は医療機関 として

位置づけられてお り、その供給主

体は医療法人等に限定され管理者

も確保 しなければならない。⇒民

間活力の導入が しに くい、今後予

想 される大量の介護需要に適切 に

応え切れるか懸念 される。

（4）わが国における介護サービスの

基本的な方式については、老人保

健施設の体系を導入 したことによ

り社会保険システムをベースとし

た利用型施設により対応する事実

上の一歩 を踏み出したといってよ

い。 したがって、C レベルのねた

きり老人を対象 として一人当た り

月 8 万円程度の療養費の支給 され

る利用施設介護施設 を、老人保健

がか りがないわけではない。）
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施設と別に導入できないかが問題

であるが、そのような新しい施設

体系はもはや医療機関とはいえず

老人保健法に位置づけることがで

きないという自己矛盾に陥らざる

をえない。

結　　　 論 （1）医療費財源により運営される老 （1）措置費以外の仕組みで月8 万円もの公的な給付を行いうる方

人保健施設の対象はB レベルの寝 式は社会保険システムをおいてない。

たきり老人に限定されるべきである。

（沢村Ⅰ）

扶養機能の補完・代替関係からみた介護費用負担

＊「家庭における扶養機能」との補完・代替関係によって役

割分担を整理してみるという形で費用負担面の整理を考える

（生活費、管理費の区別に焦点をあてるのは施設入所の場合

と在宅介護の場合との費用負担上の均衡を考える上で必要な

ため。）

病　　　 院 老 人 保 健 施 設 老 人 ホ ー ム

機　 能 医 療 サ ー ビ ス の 急 性 期 を 脱 した 家 庭 の 代 替

提 供 ＝ 老 親 扶 養 高 齢 者 が 再 び 家

と い う 家 庭 機 能 庭 に 戻 る ま で の

の 補 完 間 に お け る 広 義

の リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン に あ り、

家 庭 の 代 替 機 能

を相 当 程 度 含 む。

費　 用 a 純 粋 な 医 療 費 a 生 活 費 的 費 用 a 通 常 家 庭 で 生

内　 訳 b 生 活 的 な 部 分 b 管 理 費 的 費 用 活 す る 場 合 に も

（食 費 等 ） c 「純 粋 」医 療 費 当 然 必 要 と な る

生 活 費 的 費 用

b 管 理 的 費 用

問 題 点 費 用 と サ ー ビ ス 医 療 的 必 要 の 薄 費 用 負 担 上 は 、

の 内 容 が 、 た だ く な っ た 利 用 者 家 庭 機 能 の ど の

ち に は 結 び つ か を 長 期 に わ た っ 部 分 を ど の よ う

な い 。 て 「生 活 保 障 す に 代 替 す る の か

る た め に 」 入 院 と い う 議 論 は な

させ 続 け 、 そ の

費 用 を 医 療 給 付

と い う 形 で カ バ

ー し な け れ ば な
ら な い 理 由 は 極

め て 乏 し い 。

さ れ て い な い 。

（沢村Ⅱ）

自己負担・介護加算の考え方の比較

西　　 川 沢　　 村

介

（1）高齢者の自己負担 （1）老齢福祉年金仲代－

（月12万円）を基軸と －ただちに利用者負担

して、月 8 万円の介 を求めるのは無理 （措

護給付を社会保険シ 置制度＝介護費用の公

ステムで行 う。 費による現物給付）

護 （2）当面相当部分の高 （2）基礎年金世代一 利

費 齢者は措置制度で対 用者負担を前提 とした

用 応 しつつ、時間をか 施設利用体系。

の けて利用型施設中心 ①食費等の純粋生活費

自 の体系に移行させる。 部分については年金等

己 による費用負担が可能

負 かつ適正である。

担 ② レンタル料等の生活

の 費の増分についても社

考 会保険を導入し相互扶

スゝ＿ 助していく仕組みを導入。

方 ③現行年金制度におけ

る保険料の上乗せに加

え、63歳以降の継続加

入を図る既存の枠組み

を最大限に利用する。

介祉

特別養護老人ホーム （1）介護のための給付を

の所要経費 現行年金剛度の加算と

生活費　 月12万円 して構成することの方

護会 介護に要する費用 が費用の徴収、給付の

加保 月 8 万円 支払い等の面からも現

算険 口 美的である。

のシ 年金制度 を活用 した （2）基礎年金が月 5 万円

考ス 社会保険システムで 強であることを考える

ゝ・．．．．一ス＿フ‾ 支給＝実質的に第 3 と、これらに対する「加

方ム の社会保険システム 算」制度 としては均衡

上月5 万円程度が一応

の限度。


